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議題項目 1. 開会 

1.1. 歓迎の辞 

 遵守委員会（CC）議長であるフランク・ミーア氏が会合を開会し、参

加者を歓迎した。議長は、COVID-19パンデミックの影響により本年の

会合はビデオ会議として開催されること、及び一部の議題項目にかかる

議論は文書通信により事前に開始されていることを述べた。議長は、こ

うした特別なアレンジに対する参加者の協力に感謝した。 

 メンバー及びオブザーバーは、会合へのそれぞれの代表団における主な

発言者を紹介した。南アフリカは会合に参加しなかったことが留意され

た。会合の参加者リストは別紙 1のとおりである。 

 

1.2. 議題の採択 

 議題は別紙 2のとおり採択された。 

 会合の文書リストは別紙 3のとおりである。 

 

1.3. 会議運営上の説明 

 議長及び事務局長は、主な会議運営上の説明を行った。 

 

議題項目 2. CCSBT保存管理措置の遵守状況の概要 

2.1. 事務局からの報告 

 本議題項目に関する議論は、CC会合前に文書通信により開始された。 

SBT関連措置 

 事務局は、メンバーによる CCSBT管理措置の遵守状況の概要に関する

文書 CCSBT-CC/2010/04を提出した。本文書において留意すべき重要な

ポイントは以下のとおりである。 

• 2019年及び 2020年漁期において、3件の過剰漁獲が報告された。 

o 2019年・オーストラリア：報告された SBT死亡量が、総漁獲 

利用可能量を 40.291トン超過した。 

o 2019年・インドネシア：報告された SBT死亡量が、総漁獲利

用可能量を 181.916トン超過した。 



 

o 2020年・インドネシア：現時点（2020年 8月まで）におい

て、報告された SBT死亡量が、削減された総漁獲利用可能量

を 232.76トン超過している。 

• 2020年に関して、一部のメンバーはそれぞれの漁期開始前までに漁

船許可を行っておらず、それぞれの漁期の開始から 6ヶ月以上後に多

数の遡及的許可が要請された。 

2019年漁期／年に関して、 

o 南アフリカは、一部の漁獲証明制度（CDS）様式（CMF及び

REEF）を提出せず、また別のソースから提出されたデータとの間

に不調和があった。 

o インドネシアは、捕殺時の標識装着を全ての SBTに対しては行っ

ておらず、一部を例外的状況として通報した。 

o 台湾による少量の1 SBT洋上転載に関しては、転載通知が行われ

ず、また転載申告書も提出されなかった。 

o 南アフリカ及び台湾は、港内検査の最低基準に関する決議で規定

されている 14日の提出期限までに港内検査報告書を提出しなかっ

た。 

o 一部のメンバーは、引き続き、想定される輸入 CMF文書の写しを

事務局に対して全ては提出していない。 

 事務局文書で提起された問題に対して、文書通信を通じて行われた主な

回答は以下のとおりである。 

• オーストラリアは以下を述べた。 

o 2018／19年に過剰漁獲を行った一部漁業者に対するクオータの配

分量を削減することにより、同国の過剰漁獲分を返済する措置を

取った。 

o 想定される輸入 CDS様式を全ては提出していない問題について

は、現状では制度上の不備があり、長期的な解決策を追求しつ

つ、本件の遵守状況を改善するような暫定的な措置を検討してい

る。   

• インドネシアは、 

o 2019年に過剰漁獲があったこと、及びこの過剰漁獲分を翌年に返

済すべきであることを認めた。しかしながら、「COVID-19パンデ

ミックに起因する我が国経済への重大な影響を受け、インドネシ

アの漁業セクターは、ほとんど全ての船団を稼働させ操業日数を

増加させる方針に転換した。こうした方針転換の影響から、イン

ドネシアは 2019年及び 2020年の過剰漁獲分を返済することができ

なくなった。インドネシアは、CC及び他のメンバーに対して、イ

ンドネシアの状況を理解するとともに、この過剰漁獲を例外的状

 

 
1 3尾の SBT 



 

況と見なして『非遵守』とは分類しないことを検討するよう求め

る」と述べた。 

o 2019年の標識装着に関する例外的状況については、2020年 3月の

本件に関するレターでも述べたとおり2、一部の SBTに対しては捕

殺時ではなく水揚げ時に標識装着が行われ3、港内で標識装着が行

われた SBTの割合は 5.01 % （60.47トン）であった。 

o 2019年の総 SBT漁獲量 1,206トンのうち、漁獲物の約 800トンは

市場の需要に応じて 2020年中に輸出され、残りは国内市場で流通

するものと考えられると述べた。 

• 台湾は、 

o IOTC4の ROPによるオブザーバーの監視下（IOTCオブザーバー報

告書 No. 507-18）にある台湾船籍漁船が、2018年 8月 13日に標識

装着された 3尾の SBTを誤って運搬船に転載してしまったと述べ

た。 

o 2019年における 4件の港内検査報告書の提出が遅れたことについ

ては、「港内検査の最低基準を定めた CCSBT制度に関する決議」
の要件に対する誤解があったためであると述べた。 

 本文書の目的は「事務局から措置の実施及び遵守状況に関する情報を提

供すること」である点が留意された。 是正措置の検討は別の問題であ

り、本会合の議題 2.4の下で CCにより議論されることとなる。 

 

ERS関連措置 

 事務局は、メンバーによる生態学的関連種（ERS）措置の実施状況及び

これらの措置に対するメンバーのパフォーマンスに関する年次報告書と

して文書 CCSBT-CC/2010/05 (Rev.2) を提出した。本報告書は、CCSBT

の ERS措置を他のまぐろ類 RFMOの措置と調和させるための決議パラ

グラフ 7及び CCSBT 25報告書パラグラフ 71に基づき作成されたもので

ある。本文書において留意すべき主要な点は以下のとおりである。 

• 2つのメンバー（インドネシア及びニュージーランド）は、科学オブ

ザーバーによる全体のカバー率目標である 10 % を達成しなかった。

もう 1つのメンバー（南アフリカ）は、同国の科学オブザーバーカバ

ー率を判断するのに必要なデータを提出しなかった。さらに、4つの

メンバー（オーストラリア、インドネシア、ニュージーランド及び台

 

 
2 文書 CCSBT-CC/2010/04の別紙 Dを参照 
3 インドネシアでは、2018年にも一部の SBTに対して捕殺時ではなく水揚げ時に標識が装着された。 
4 インド洋まぐろ類委員会 



 

湾）は、それぞれのオブザーバーカバー率の代表性が 50 %（又はそ

れ以下）であった5。 

o オーストラリアの代表性が 100 % を下回ったのは、おそらく漁獲

努力量が低かった特定の階層においてオブザーバーカバー率がゼ

ロであったためであり、こうした漁獲努力量の低い階層を除外す

ることで代表性の統計値を調整することは有益と考えられること

が留意された。 

• 日本、ニュージーランド及び台湾は、CCSBTの規則により 3つのう

ち 2つ以上の混獲緩和措置の使用が義務付けられている海域において

単一の海鳥混獲緩和措置しか使用していなかった投縄が一部観測され

たことを報告した。日本に関しては、2つの措置の使用が義務付けら

れている海域での観察された投縄のうち 3分の 2以上で、混獲緩和措

置が 1つしか使用されていなかった。台湾に関しては、海区 3－10と

2／14において、それぞれ 8.6 % 及び 6.4 % の投縄で緩和措置 1つの

みの使用又は措置の使用なしであった。ニュージーランドでは、同国

の観察された投縄のうち緩和措置を 1つのみ使用した投縄は 1 % であ

った。  

• 各年において、海鳥死亡率が低いメンバーと海鳥死亡率が高いメンバ

ーとの間に大きな違いがあった。日本及びニュージーランドは、他の

メンバーと比べて海鳥の観察死亡率が大幅に高かった。 

• 2020年の ERSデータを提出しなかった南アフリカを除き、ほとんど

のメンバーは ERSデータ交換要件や生態学的関連種作業部会

（ERSWG）に対する報告要件、CC及び拡大委員会（EC）に対する

年次報告書の要件を良く履行した。一部の例外については文書で指摘

された。 

 本文書に関して議論された主なテーマは、オブザーバーカバー率とその

代表性、電子モニタリング、将来的な海鳥措置の実施の改善、海鳥の種

レベルでの報告、海鳥との相互作用／死亡率、及びさめの死亡量の 6つ

であった。 

オブザーバーカバー率及び代表性 

 全体として科学オブザーバーによる観察のカバー率目標である 10 % を

履行しなかったメンバー又はカバー率の代表性が 100 % でなかったメン

バーは、関連する状況に関する詳細を提供した。 

 オーストラリアは、海鳥との交互作用に関してはるかに信頼性が高く代

表的なサンプルを提供するものと同国が考える電子モニタリングを使用

していることを述べた。 

 

 
5 現状ではオブザーバーカバー率の代表性に関する義務的要件はないものの、CCSBT海鳥混獲緩和措置

の有効性に関する技術部会（SMMTG）は、空間的・時間的な代表性はオブザーバー計画データにおけ

る重要な指標であるとし、「代表性」の尺度を計算する方法に合意した。100 % の代表性とは漁獲があ

った全ての統計海区でオブザーバーカバー率目標である 10 % が達成されたことを意味し、50 % の代表

性とは漁獲があった統計海区のうち半分でのみカバー率目標が達成されたことを意味する。 



 

 ニュージーランドによるオブザーバーカバー率の大部分は 2018／19予

算年度のうちの 2018年部分に得られたもので、同予算年度内の 19年部

分ではオブザーバーカバー率が低下したことから、2019暦年ベースでの

オブザーバーカバー率が 10 % を下回る結果となった。ニュージーラン

ドは、全ての海域での漁獲努力量の 10 % を観察することを予定してい

る。 

 インドネシアは、非常に多くの船舶が稼働していることに加え、人的資

源及び予算上の制約から、10 % のオブザーバーカバー率目標を達成す

ることは困難であると述べた。現在、インドネシアは同国の電子ログブ

ックから得られるデータの品質改善に重点を置いているところである。

電子ログブックの正確性の改善に向けた作業は、漁獲物の水揚げデー

タ、港内サンプリング及び VMSデータといった他のデータソースとの

相互検証により実施されることとなっている。インドネシアは、将来的

には乗船オブザーバー計画への補完的措置として別のモニタリング手法

（すなわちビデオ／船上ビデオモニタリング）の開発を追求する予定で

ある。 

 台湾は、2019年のオブザーバーカバー率の代表性が 50 % であったの

は、SBTを季節的に漁獲対象とする全ての台湾漁船はインド洋で操業し

ているためであると述べた。リソース上の制約から、台湾はそのオブザ

ーバー能力をインド洋の SBT漁業における「ホットゾーン」に集中す

る必要があった。 

 ACAPは、全体的なオブザーバーカバー率の水準とオブザーバーカバー

率の代表性を改善するための緊急的な行動が必要であると述べた。 

電子モニタリング（EM） 

 ニュージーランドは、同国船団に対する横断的な EMの展開を目指す中

で脆弱な海鳥種の分布域と重複する同国表層はえ縄船団を優先している

こと、及びこれらの船団に対する EMの優先事項として保護対象種との

相互作用（緩和措置の使用を含む）のモニタリングが重点化されている

ことを述べた。 

将来的な海鳥措置の実施の改善 

 義務付けられた海鳥混獲緩和措置の完全実施を伴わない漁獲努力が報告

されたメンバーは、将来的な改善に向けたそれぞれの計画を説明した。 

 日本は、2020年から海鳥混獲緩和措置の実施に関する是正措置を実施し

ており、その詳細は日本の国別報告書（CCSBT-CC/2010/SBT Fisheries – 

Japan (Rev.2)）の第 1ページに記載されていることを述べた。日本は、

海鳥混獲緩和措置に完全実施が確認されるまで是正措置を継続していく

予定であることを述べた。 

 台湾は、RFMOの措置を遵守していること、それらの措置に準じて関連

する国内規制を制定していること、及び将来においても関連業界に対し

て引き続き海鳥混獲緩和措置の使用を促進していくことを述べた。また

台湾は、2019年に漁船が操業したのは海区 2、8、9、14及び 15のみで



 

あったことを述べた。台湾は、オブザーバーが CCSBTにより 3つの措

置のうち 2つ以上に使用が義務付けられている海域で海鳥混獲緩和措置

を 1つしか使用せずに操業している漁船について報告したことを認識し

ている。台湾は、本件についてさらなる調査を行い、必要があればこれ

らの漁船を処分することを述べた。 

 ニュージーランドは、2016年以降、漁業者が効果的かつ規則に準拠した

形で混獲緩和措置を設置することを支援するため、保護対象種リエゾ

ン・オフィサープログラムが表層はえ縄漁業船団とともに作業を行って

いる。当該プログラムの導入以降、混獲緩和措置について観察された遵

守状況は改善しており、2019暦年では漁獲努力量の 99 % となった。 

 ACAP、バードライフ、HSI及びピューは、一部の船団では義務付けら

れた海鳥混獲緩和措置の実施水準が低くなっていることを非常に懸念し

ていると述べた。さらに ACAPは以下を述べた。 

• このような非遵守は、明らかに高水準の海鳥混獲に寄与し、また推進

しており、緊急的に対処される必要がある。 

• 一部のケースでは、混獲緩和措置の遵守レベルが比較的高い漁船でも

引き続き高水準の海鳥混獲が記録されており、このことは措置の強化

が必要ではないかとの疑問を惹起しているものと考えられる。 

 HSI及び TRAFFICは、ERS措置の実施を改善するためのインセンティ

ブとして、ERS措置の非遵守事例に対して SBTの国別配分量を減少さ

せることを検討するよう提案した。 

海鳥の種レベルでの報告 

 バードライフは、ほとんどのメンバーが種レベルで海鳥混獲の報告を行

っていることが確認できて喜ばしいと述べた。日本は種レベルでの報告

を行っておらず、オーストラリアは一部のみ種レベルでの報告を行って

いることを述べ、将来的には種レベルで報告することを計画しているか

どうかを質問した。 

• オーストラリアは、可能な場合には喜んで種レベルでの報告を行うと

述べた。またオーストラリアは、船上に引き上げられた海鳥の死体か

ら羽サンプルを収集することを漁船に対して義務付けるための操業条

件を導入しており、また遺伝子サンプルから種同定を行うためのメカ

ニズムも導入していると述べた。 

• 日本は、海鳥に関する CCSBTデータ交換において種レベルでのデー

タ提出は最低要件とされていないものと理解していると述べた。 

海鳥相互作用／死亡率 

 ニュージーランドは、ほとんどの観察努力量において複数の混獲緩和措

置が使用されたにもかかわらず同国の観察海鳥死亡率が高くなっている

のは、2019年の ERSWGでニュージーランドが発表した南半球リスク評

価でも示されたとおり、ニュージーランド周辺は海鳥が多い海域であ

り、それ故に他の漁業と比べて偶発的捕獲リスクが非常に高いためであ

ると述べた。またニュージーランドは、同国が 2020年に改定した海鳥



 

国内行動計画の一環として、同国表層はえ縄漁業向けの緩和措置基準が

策定されたことを述べた。さらにニュージーランドは、引き続き新たな

混獲緩和技術について調査している。2020年には鈎針被覆装置の取り入

れを奨励するための支援が提供され、多くの漁船で利用が開始されてい

るところであり、また水中ベイトセッターに関する第一段階のトライア

ルが完了した。 

 インドネシアに関して事務局が計算した引き伸ばし海鳥死亡率が高かっ

たことについて複数の質問がなされた。インドネシア及び事務局の両者

は、インドネシアの引き伸ばし海鳥死亡数はオブザーバーカバー率の低

さ故に信頼性が低いことを指摘した。事務局は、将来において全体に対

するオブザーバーカバー率が 5 % より低い場合は引き伸ばしによる推定

値を提供しないこととなった。しかしながら、「2019年において、観察

されたはえ縄漁業においてはえ縄漁船と海鳥の間の相互作用はなかっ

た」としたインドネシアの国別報告書（CCSBT-CC/2010/SBT Fisheries – 

Indonesia (Rev.1) ）は誤報告であり、2019年には 5羽の海鳥死亡があっ

たと報告されるべきであった。 

 ACAP、バードライフ、HSI、ピュー及び TRAFFICは、一部メンバーに

より報告された高水準の海鳥混獲に対して懸念している、又は非常に懸

念していると述べた。さらに ACAPは、浮はえ縄漁業における混獲は

ACAPに掲載されたアホウドリ及びミズナギドリに対する最大の脅威の

一つとなっており、このような水準の混獲は ACAP種が直面している保

存上の危機を深刻化させていると述べた。 

さめ死亡量 

 オーストラリアは、さめ類、特によしきりざめ及びあおざめとの相互作

用が引き続き高くなっており、メンバーに対してこれらの相互作用を削

減するためにどのような計画を実施していくのかを質問した。 

• EUは、EU漁船は他のまぐろ類 RFMOにおいて発効しているさめ類

の保護措置を完全に遵守しており、また SBTを漁獲している漁船は

ないことを述べた。 

• インドネシアは、さめ類及びえい類に関する国内行動計画（NPOA）

を策定しており、当該 NPOAがまぐろ漁業によるさめ類混獲を削減

するための行動計画を規定していると述べた。インドネシアのはえ縄

船団は、混獲緩和措置の一環としてさめ類混獲を削減すべく、ワイヤ

ーフックに替えてサークルフックを使用している。また、さめ類混獲

に関するデータ収集の改善及び漁港まで漁獲物を保持するという意識

を強化するため、漁業者に対するワークショップを複数回開催した。 

• 日本は、同国の SBTまぐろはえ縄漁船は各まぐろ類 RFMO海域で操

業する際にそれぞれの規則を遵守することが義務付けられていると述

べた。また日本は、さめ類、特によしきりざめとの相互作用を削減す

べきとする論理に対して疑問を呈した。日本は、資源が健全である限

りはこれを利用できるはずであると述べた。 



 

 TRAFFICは、日本の漁業活動とその後の投棄によるよしきりざめの非

常に高い死亡水準を懸念していると述べた。さらに TRAFFICは、多く

の CCSBTメンバーでさめ類の死亡が高水準であることを指摘し、次回

の ERSWG会合において、さめ類の死亡投棄がどの程度発生しているの

かについて精査するとともに、これの発生を削減するための混獲緩和措

置の導入を調査するよう提案した。日本は、指摘の件は CCではなく

ECで議論すべきものであると述べた。 

 

2.2. メンバーからの年次報告 

 事務局は、会合に対し、EUの品質保証レビュー（QAR）の現状につい

て説明した。レビューそのものは概ね完了して最終確認の段階にあり、

報告書案が間もなく EUに送付される予定である。次のステップとして

は、EUが QAR報告書案をレビューし、レビューチームによる検討のた

めのコメントを提出することとなる。QARの完了が遅れた理由は、一

部 COVID-19による影響もあり、方法論の最終化及び質問状の作成と回

答の受領までに想定よりも時間を要したためである。この遅れにより、

QARにかかる作業の大宗がレビューチームにとって一年で最も多忙な

時期にかかることとなった。また QARは、事務局が想定していたより

も多くの作業及び時間を要した。 

 メンバーは、2019年に合意された新報告テンプレートを用いて、それぞ

れの国別報告書を提出した。本議題項目にかかる議論の大部分は、CC

会合の前に文書通信により実施された。ここでは、報告書に関してより

詳細な質疑を行う機会が与えられた。 

 重要な回答及びコメントの概要は以下のとおりである。  

遊漁及び慣習的漁業 

 ニュージーランドは、同国の遊漁漁獲量にかかる推定値は船着場調査、

アマチュア用船記録、商業船から得た遊漁活動報告、及びニュージーラ

ンドスポーツ・フィッシングクラブの記録に基づくものであることを明

確化した。これについては、拡大科学委員会（ESC）に対する 2020年

のニュージーランド国別報告書に詳述されている。SBT遊漁に関する全

国調査の結果も同報告書に示されており、また以下のとおりである。 

https://fs.fish.govt.nz/Doc/24783/FAR-2020-02-Recreational-catch-Southern-

Bluefin-Tuna.pdf.ashx. 

 オーストラリアは、同国の SBT遊漁漁獲量調査は本年初頭に完了し、

国際的なピアレビューが行われたことを述べた（以下を参照： 

https://imas.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/1331796/National-Survey-

of-Rec-Fishing-for-SBT-in-Australia.pdf). 概要としては、 

• ピアレビュー者は、当該調査の方法論及び結果を承認した。 

• 調査期間における遊漁漁獲量の推定値は 270トンであった。 

• オーストラリア政府は、同国への国別配分量の 5 % （現状では 308ト

ン相当）を遊漁向けに留保することに合意した。 

https://fs.fish.govt.nz/Doc/24783/FAR-2020-02-Recreational-catch-Southern-Bluefin-Tuna.pdf.ashx
https://fs.fish.govt.nz/Doc/24783/FAR-2020-02-Recreational-catch-Southern-Bluefin-Tuna.pdf.ashx
https://imas.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/1331796/National-Survey-of-Rec-Fishing-for-SBT-in-Australia.pdf
https://imas.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/1331796/National-Survey-of-Rec-Fishing-for-SBT-in-Australia.pdf


 

• 追加的な留保枠は、各年間における遊漁漁獲量のある程度の変動、あ

る程度の遊漁漁獲量の拡大、及び遊漁における投棄死亡量に対応する

ものである。 

 オーストラリアは、過去においていかなる SBTの慣習的漁業又は伝統

的漁業の存在も認識していないと述べた。オーストラリア先住民が商業

漁業に一部参加しているケースはある。 

科学オブザーバー及び電子モニタリング（EM） 

 オーストラリアは、EMの外部監査はログブックに記録されている漁業

活動の少なくとも 10 % を対象としていることを明確化した。オースト

ラリアの電子モニタリングシステムは投縄及び揚縄中にのみビデオ録画

を行っており、これは水圧及びドラムモニターを通じて検知されてい

る。 

 日本は、一方的な EMの導入は現在合意されている CCSBTの措置に合

致しないと述べた。 

 EUは、SBTを漁獲対象としておらず、また相当量の SBTの混獲もない

EU表層はえ縄漁業には CCSBT科学オブザーバー計画は適用されないと

述べた。しなしながら、SBT分布域に入域する EU表層はえ縄船団は関

連するまぐろ類 RFMO（IOTC、ICCAT6 及びWCPFC7）のオブザーバー

要件を遵守している。これらの船舶に対する 2019年のオブザーバーカ

バー率は、WCPFCで 5.4 %、IOTCで 5.4 % 及び ICCATで約 7 % であっ

た。 

混獲及び混獲緩和措置 

 オーストラリアは、同国の漁業者によって使用されることとなる鈎針被

覆装置に対する用意がある述べた。「鈎針被覆装置」は、他の混獲緩和

措置の代替として、少なくとも 38g の重さのカバーを鈎針に直接設置す

るものである。 

 オーストラリアは、沈降率に対する生き餌の影響を判断するためにいく

つかの調査を実施し、その結果として、生き餌の使用時に適切な沈降率

を達成するためには、40gの重りでは鈎針近くに設置したとしても不十

分であることが示唆されたと述べた。このため、同国の生き餌を使用す

る船舶は、少なくとも 60gの重りを使用することが義務付けられてい

る。 

 オーストラリアは、同国漁業において海亀類の混獲は一切報告されてい

ないことを述べた。 

 日本は、同国の一部 SBT漁船に乗船している科学オブザーバーには海

鳥混獲緩和措置の使用状況を記録する任務があることを述べた。 
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 韓国は、同国の混獲物ログブックテンプレートには海鳥混獲緩和措置に

特化したセクションが設けられており、各漁船が同セクションに記入す

ることが期待されていると述べた。これはオブザーバーによって行われ

る報告とは別のものである。 

SBTの投棄による死亡量 

 オーストラリアは、同国漁業においては生存の可能性が低い魚の放流は

禁止されていると述べた。オーストラリアは、2019／20年漁期の開始前

に、操業者は SBTがさめ類による食害を受けた場合にのみ死亡 SBTを

投棄することができるとする形でみなみまぐろ漁業権の条件を改正し

た。 

 オーストラリアは、さめによる食害以外の理由で死亡した SBTが投棄

された場合、引き続きこれを漁業者のクオータから控除する予定であ

る。オーストラリアは、食害を受けた魚の死亡量をどのように考慮する

のか（例えば頭部のみ又はひどく損傷した死体が揚がってきた場合はど

うするのか）、またそうした魚の重量をどのように算出するのかを決定

するための他のメンバーとの議論を歓迎するとした。 

 EUは、EU漁船は SBTとの相互作用をログブックに記録することが義

務付けられており、SBTの投棄は許可されていないと述べた。漁獲割当

の対象となっている種の投棄は禁止されている。また、SBTの死亡量は

水揚げ申告書及び販売記録の情報を用いて検証されている。さらに、

EUの「SBT帰属漁獲量」の計算にあたっては、科学オブザーバー、旗

国による検査、寄港国検査／報告書及び第三国（EUとの漁業協定を締

結している国を含む）から提供された全ての関連情報が考慮される。 

 日本は、同国の投棄死亡量（33トン）は死亡投棄量と生存放流後の死亡

量の推定値を合計した数字であり、生存放流された魚及び死亡投棄され

た魚の尾数は 3つの体重カテゴリで報告されていることを述べた。同国

は、各カテゴリの平均重量を用いて全体の重量を算出している。推定に

用いている放流後死亡率は 9 % で、これはポップアップアーカイバルタ

グ調査に基づく推定値である（CCSBT-ESC/1309/34）。 

 韓国は、同国のログブックデータでは非保持 SBTの数量はゼロである

のに対し、オブザーバーは 15尾の SBTが食害を受けたと報告したこと

を明確化した。漁船は、それらの魚を「その他の種」として記録してい

た。また韓国は、本件については現在も調査中であり、必要に応じて国

別報告書を更新すると述べた。韓国は、会合に対し、同国の TACのう

ち 5トンを潜在的な投棄及び／又は放流向けに割り当てており、また同

国の 2019年の TACに 5トンを計上したのは意図せぬ誤報告や誤った種

同定があり得ることを踏まえたものであることをリマインドした。 

 台湾は、国別報告書に示した 10トンの帰属漁獲量の推定値に関して、

死亡投棄か生存放流かという投棄時の状態のさらなる区別は行っていな

いことを明確化した。 

 



 

インドネシアの SBT国別配分量及び過剰漁獲 

 インドネシアは、同国の SBTクオータは漁業団体に対して割り当てら

れ、当該漁業団体がそのクオータをそれぞれのメンバーに対して配分し

ていることを明確化した。全てのインドネシアの SBT報告漁獲量は、

これらの漁業団体のメンバーでもある有資格漁船によるものである。 

 2019年の過剰漁獲に関して、インドネシアは、漁船が前年 12月末まで

漁獲することができるよう、同国の漁獲データの確認や同国の CDSに

おけるクオータブロックシステム状の漁期終了は 2月に行われると述べ

た。2019年の過剰漁獲は年末に発生したものであったため、インドネシ

アは同国 CDSシステムの早期警戒スキームを通じてクオータ保有者た

る漁業団体に通知を行うことができなかった。 

 インドネシアは、以下の措置により将来的な同国の SBT国別配分量の

超過の可能性を最小化する予定であることを述べた。 

• インドネシアの CDSシステムの中で、過剰漁獲分を翌年のクオータ

から控除するクオータブロック制を導入する。漁業団体及び漁業会社

は、次の漁期年の開始前に漁獲可能量の削減について通知される。 

• 漁業団体及び漁業会社に対し、過剰漁獲を回避するための早期モニタ

リングシステムとして、定期的に SBTクオータの使用状況に関する

情報提供を行う。 

• 国別配分量を超過することのないよう漁獲量を管理するとともに、過

去 2年における超過漁獲分を返済することを約束する。漁獲制限は実

質的に 2021年に実施される。したがって、インドネシアは、2019年

及び 2020年の過剰漁獲を「非遵守」とは見なさないよう要請する。

またインドネシアは、COVID-19パンデミックによる景気後退の状況

において、インドネシアの経済及び食料安全保障を支援する観点か

ら、過剰漁獲分を返済する意思はない。 

検査 

 オーストラリアは、漁期を通じてランダムに AFMAの担当官が加工／

輸出施設を訪問し、CDS文書に対応する SBT製品の数及び重量を物理

的に検査していることを述べた。 

 日本は、めばち及びきはだとの名称で輸入された魚に対する遺伝子テス

トを実施したことを述べた。2019／2020年漁期においては 3,566サンプ

ルのテストが行われ、SBTが偽装されていた事例は確認されなかった。 

 日本は、日本漁船によって漁獲された全ての SBTは、日本での水揚げ

の際に政府職員によって検査されていることを明確化した。水揚げ検査

時の重量と CMFで報告された重量との間に 2 % 以上の差異があった場

合には、追加的な調査が実施されている。 

その他の事項 

 EUは、SBT分布域に断続的に入域する EUはえ縄漁船の大部分は、主

に SBT分布域外の亜熱帯漁場で操業していると述べた。これらのはえ



 

縄漁船は、いずれもめかじきを漁獲対象とする選択的な漁具及び漁法

（深度及び餌）を使用している。EUは、SBT混獲の可能性を最小化す

るために漁船が SBTを漁獲対象とすることの禁止を決定している。EU

は、混獲 SBTを誤報告するリスクは非常に低く、偶発的な捕獲そのも

のの可能性もごくわずかであると考えている。 

 インドネシアは、インドネシアにおいて VMSを設置する義務は総トン

数 30トン以上又は公海で操業する漁業許可を有する全ての漁船に適用

されると述べた。 

 食害をメンバーの帰属 SBT漁獲量に含めるべきかどうかに関する議論

があった。事務局は、CCSBTにおける帰属 SBT漁獲量の定義を読み上

げた。この定義には「同国の管轄下又は管理下にある漁業活動の結果に
よるみなみまぐろの総死亡量」との文言が含まれていることが留意され
た。しかしながら、この定義で提示されている具体例には食害は含まれ

ていなかった。会合は、帰属 SBT漁獲量の定義が採択された際には食

害については熟考されておらず、食害をこれに含めるべきであるのかど

うかは不確実であることに合意した。また、本件についてはメンバー間

での一貫性が必要であり、ニュージーランドが本件に対応するための休

会期間中の検討グループを主導することが合意された。 

 会合前の議論において南アフリカの国別報告書に対する一連の質問がな

されたが、南アフリカはこの事前協議に参加せず、何らの回答も提示さ

れなかった。 

 

2.3.  COVID-19に関連する問題の検討 

2.3.1. メンバーによってとられた措置 

 メンバーは、COVID-19パンデミックの結果として CCSBT遵守関連措

置の通常の運用からの逸脱し、かつ ECによる承認を受けていなかった

あらゆる事例について報告するよう要請されていたところである。 

 日本は、COVID-19パンデミックの結果として CCSBT遵守関連措置の

通常の運用から逸脱した以下の 2件に関して、事前協議以降の最新情報

を提供した。 

• オブザーバー不在での洋上転載：日本は、IOTC-ROPオブザーバーの

配乗の停止を受け、その後の洋上転載に関して CCSBT転載決議8パラ

グラフ 20に基づく「不可抗力」規定の適用を通知した。9月 11日時

点において、オブザーバー不在での SBT洋上転載は 7件実施され、

合計で 407.7トンの SBTが転載された。そのうち 2件の洋上転載にか

かる SBT 95.9トンは既に日本で水揚げされ、日本政府公務員により

全ての魚が物理的に検査され、また数量確認が行われた。違反は何ら

確認されなかった。ROP不在で転載された残りの魚についても、魚
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が日本の港で水揚げされる際に政府公務員により物理的に検査される

こととなっている。 

• プラスティックタグに代わる紙タグの使用： COVID-19によって生じ

た全世界的な物流上の制約により、9月 11日時点において、1隻の

SBT漁船が合計で 276尾、14.5トンの SBTに対して CCSBT一元管理

CDSタグの代わりに紙タグを使用することを余儀なくされた。これ

らの SBT製品は、これが日本の港に水揚げされる際に政府公務員に

より物理的に検査され、また数量の確認が行われることとなってい

る。 

 韓国は、COVID-19の影響によりオブザーバー不在の運搬船に対する韓

国漁船からの 4件の洋上転載について、昨日（2020年 10月 7日）事務

局長に対して通知したことを述べた。通知がタイムリーに行われなかっ

たのは事務上の見過ごしによるものである。しかしながら、これらの転

載の詳細は IOTC及びオブザーバーコンソーシアムに対して提出されて

おり、また韓国政府により許可された洋上転載であった。さらなる洋上

転載については、不可抗力規定を適用するかどうかを判断するためにケ

ースバイケースで対応していく考えであり、事務局長に対して適時的な

通知を行う予定である。オブザーバー不在での洋上転載のリスクを最小

化するため、韓国はあらゆる関連データ（例えば漁獲報告書、VMSデ

ータ、転載申告書及び水揚げ報告書）を精査する予定であり、可能な範

囲で水揚げ地での検査を実施することとしている。 

 ニュージーランドは、COVID-19による 4.5週間のロックダウンの間は

操業中のはえ縄漁船にオブザーバーを乗船させておらず、また漁船に対

する検査も実施しなかったことを述べた。しかしながら、こうした活動

はロックダウン終了後に再開された。 

 台湾は、2020年 4月 30日付けで、COVID-19パンデミックの間のオブ

ザーバー不在での洋上転載は不可抗力に該当すると考える旨を事務局長

に通知した。台湾は、CCSBT事務局に対して引き続き転載申告書を提

出しており、漁船には指定港で水揚げすることを義務付け、またそれら

の港において全ての漁船に対する検査を実施している。台湾は、パンデ

ミックが継続する間はこうした代替措置を引き続き実施する予定であ

る。さらに台湾は、2020年 4月に独自のオブザーバーを派遣したが、ス

ケジュール及びその他の制約から、この取組は 2020年 5月に中止され

た。 

 パンデミック中に運搬船にオブザーバーが乗船しないことにかかるリス

クを最小化するために取り組まれる代替的な行動、及びそうした行動が

十分であるのかどうかについて相当の議論があり、合意はなかった。一

部のメンバーは、長期的なアプローチであり一部は他の RFMOにおけ

る作業の進捗次第であるものの、電子モニタリング（EM）はリスクの

最小化に資するものと考えると述べた。また一部のメンバーは、代替的

に取られた行動についてのより頻繁な報告を要請した。 



 

 インドネシアは、同国の 2020年における過剰漁獲は農業及び漁業セク

ターの能力と生産を増加／維持するための国内政策に起因するものであ

ると述べた。いずれのセクターも、特にこの COVID-19パンデミックに

起因する景気後退の局面において、国内経済を支えるために生き残って

いる基幹産業である。さらに、いずれのセクターも労働集約的産業であ

り、莫大な雇用機会を提供するものでもある。 

 

2.3.2. 極めて特殊な状況に関する原則及び取られる行動に関するガイ
ドライン 

 事務局は、極めて特殊な状況に関する行動原則及び取られるべき措置に

関するガイドライン案を含む文書 CCSBT-CC/2010/07を説明した。ガイ

ドライン案は、休会期間中のメンバーとの非公式協議第一ラウンドの結

果を踏まえて作成された。会合前の議論において、日本は議長及び事務

局からのガイダンスを踏まえたさらなる修正案を提出した。 

 複数のメンバーにより、ガイドライン案への追加的な修正案が作成され

た。会合は、別紙 4の修正ガイドラインに合意した。 

 一部のメンバーは、転載決議の「不可抗力」規定（パラグラフ 20）は事

務局長に対して適切に通知を行えば CCSBT地域オブザーバーが不在で

あっても洋上転載を行うことを禁止していないこと、及びメンバーに対

して ECによる事前承認を得るよう義務付けてはいないことを強調し

た。さらに日本は、SBT管理に関する CMMは転載オブザーバーの配乗

に限定されるものではなく、他にも遵守すべき多くの CMMがあること

を指摘した。 

 あるメンバーは、ECとして上述の適切な通知の明確さを信頼しなけれ

ばならないのであれば、「不可抗力」規定の適用により恩恵を受けるメ

ンバーには当該規定の適用から生じるリスクを最小化するための是正措

置を実施することが期待されると指摘した。また、該当するメンバーは

大型漁船による転載計画で定められた義務を遵守するために考え得るあ

らゆる努力を払うことが期待されるとした。 

 同様のメンバーは、「不可抗力」規定を適用するメンバーは当該規定の

実施状況をどのようにモニタリングしているのかを定期的に報告するこ

とが適当であると強調した。当該報告には、実施された措置、及び「適

用除外」規定適用の引き金となった状況に関して予想される展開に関す

る情報を含めることが考えられるとした。取られる措置及び定期的な報

告については、極めて特殊な状況に関する行動原則及び取られるべき措

置に関するガイドラインにおいて十分に明記することが提案された。 

 



 

2.4.  CCSBT管理措置の遵守状況の評価 

2.4.1. メンバーの遵守状況 

 会合は、2019年は 181.92トン、及び 2020年に関しては 777トンと推定

されているインドネシアの過剰漁獲量について、特にこの過剰漁獲分を

どのように返済する計画であるのか、また将来的に同国の国別配分量を

超過することのないよう確保するためにどのような措置を取る考えであ

るのかについて議論した。 

 インドネシアは以下のとおり述べた。 

• 同国は発展途上の沿岸国である。 

• 同国船団はそのほとんどが CCSBT統計海区 1で操業する小規模漁船

であり、SBTを漁獲対象とはしておらず、混獲として SBTを漁獲す

るものである。 

• 同国船団は、フックラインを浮かせることで SBTの漁獲を減らすよ

う試みてきた。 

• 現在、COVID-19による景気後退に苦しんでおり、同国まぐろ漁業は

国内経済にとって重要である。  

• 同国の管理措置には厳格な VMS及び CDSアプリケーションシステム

が含まれており、同国による過剰漁獲は適切な保存管理措置がないこ

とに起因するものと考えられるべきではない。 

• 2020年の最終的な漁獲量は 1,600トンから 1,800トンと予想されてお

り、したがって 2019年と 2020年を合わせた同国の過剰漁獲量は、

2019年と 2020年を合わせた総漁獲利用可能量を約 760トンから 960

トン上回るものと考えられる。 

この文脈において、インドネシアは以下のとおり述べた。 

• インドネシアは、国内の労働力の相当部分を増加／維持できるよ

うにするとともに国内経済に対する COVID-19パンデミックの影

響を緩和するため、農業及び漁業セクターによる全世界の生産量

を増加させようとしているところである。したがって、インドネ

シアは、同国の漁獲能力を減少させるつもりはない。 

• インドネシアは、会合に対し、同国による過剰漁獲を例外的状況

と見なし、2019年及び 2020年の過剰漁獲分の返済を求めないよう

要請する。 

 会合は、本件に関してインドネシアが事前協議以降にその回答を修正し

たことに留意した。メンバーは、特に資源の再建中であるとの文脈にお

いて、SBTの TACの国別配分量の範囲内に収めることはメンバーの重

要な義務であることに合意した。メンバーは、インドネシアの経済的な

問題に対して共感し、また柔軟に対応することに合意したが、インドネ

シアに対して以下を求めた。 

• 徐々に、またパンデミックによる経済事情が改善した時に、過剰

漁獲分を返済するよう約束すること 



 

• 同国の SBT漁獲管理を改善し、将来において国別配分量を超過し

ないための具体的なコミットメントを提出すること 

 インドネシアは、2021年における同国の TACを超過しないことを約束

した。他のメンバーは、特に 2019年の過剰漁獲を踏まえれば、これの

達成に対して同国における現状の管理措置は不十分なのではないかとの

懸念を表明した。 

 会合は、南アフリカによる同国の CDSの問題点及び非遵守に留意し

た。オーストラリアは南アフリカに対する支援を申し出るとともに、こ

のことを南アフリカとフォローアップして翌年の CC会合に報告すると

した。またニュージーランドは、同国が以前に表明した支援を改めて申

し出た。 

 会合は、南アフリカ及び EUによる遡及的な漁船許可について留意し

た。EUは、同漁船に対する許可が遅れたのは、それらの漁船は他の

RFMOによって許可を受けており、EUメンバー国はこの許可が CCSBT

についてもカバーしているものと考えていたことが理由であると述べ

た。EUは、将来的には適切に CCSBTにおける許可の提出及び更新が行

われるよう、EUメンバー国に対してリマインドを行う予定である。 

 想定される輸入 CDS文書の写しが事務局に対して全く提出されていな

い継続的な問題に関して、 

• オーストラリアは、この遵守上の問題を継続的な問題とは考えていな

かったと述べた。その理由として、オーストラリアはこの問題に対処

するための法的枠組みを修正しているところであり、規則の改正に時

間を要することを述べた。またオーストラリアは、短期的にこの問題

に対応するための暫定措置について調査していると述べた。 

• 韓国は、一部の輸入文書が返却されなかったという同国の CDS上の

問題の重要性は認識していると述べた。韓国は、全ての関連当局及び

関係者との協議の下に国内の CDS管理システムの改善に取り組んで

きた。将来的には、未提出の文書が利用可能となれば速やかにこれを

提出する予定である。 

 会合は、遵守上の問題があったメンバーに対し、問題点をどのように是

正したのかについて報告するよう要請した。 

 CCは、事務局に対し、標識装着に関する例外的状況の報告期限の要件

を 7日間から年次報告に延長するための CDS決議改正案を作成する任

務を課した。改正案は翌年の CC会合において検討される予定である。 

 

2.4.2. 是正措置政策の適用 

 インドネシアの過剰漁獲に関して、会合は以下の結論に至った。 

• インドネシアは、2019年及び 2020年の TACにおける同国への国別

配分量の遵守に関して、非遵守であった。 



 

• ECは、過剰漁獲分の返済スケジュールの決定に関して柔軟であるべ

きである。 

• インドネシアの現行の管理措置は、同国による漁獲量の管理という点

において改善を要する。 

 インドネシアは、CCSBT 27に対し、2021年の同国の漁獲量を同国への

TAC国別配分量の範囲内に収めることを確保するための計画を提出する

ことに合意した。 

 会合は、インドネシアの過剰漁獲に対する是正措置政策の適用について

は ECの判断に委ねることに合意した。 

 

議題項目 3. CC 14による 2020年作業計画の進捗状況のレビュー 

 事務局は、CCの 2020年作業計画により事務局又はメンバーのいずれか

に割り当てられた一部の事項に関する進捗状況を報告した文書 CCSBT-

CC/2010/08 (Rev.1) を提出し、関連するメンバーは CC 15会合の先立っ

て情報提供を行った。2020年作業計画のうち、より重要な事項について

は別の議題項目及び文書で報告されている。本文書で報告された作業計

画事項は以下のとおりである。 

• 中国船籍運搬船上に SBT が保持されている又は様々な中国漁船から 

SBT が転載されたとの疑義を惹起した状況について、事務局が IOTC 

転載オブザーバーとともにこれをフォローアップするよう要請した作

業計画事項に対する回答 

• ICCAT の記録において SBT の漁獲が新たに報告されていないかを確

認するとの事務局への要請から得られた結果 

• UN COMTTADE のデータと CCSBT に対して（CDS を通じて）報告

された輸出量／輸入量との間の明白な不調和を調査するよう要請した

作業計画事項に対するオーストラリア及び EUからの回答（本文書の

最終化までにインドネシアからの回答は利用可能とならず、南アフリ

カは回答しなかった）、並びに米国からの自主的な回答 

• WCPFC との転載協力覚書（MoC）の運用開始に関するアップデート 

 事前協議において、 

• 文書 CCSBT-CC/2010/08 (Rev.1) のセクション 3aについて、オースト

ラリアは COMTRADEにおける同国の数字は修正され、現在は CDS

の記録に近い数字となっていることを述べた。 

• 文書 CCSBT-CC/2010/08 (Rev.1) のセクション 3bについて、EUは、

事務局は COMTRADEのデータではなく DG MAREが提供した貿易

データを一義的に使用すべきであるとの希望を繰り返し述べた。また

EUは、さらなる調査の結果、2016年から 2018年までの期間におい

て SBTの輸出及び EUへの輸入はなかったことを確認したとの追加情

報を提供した。COMTRADEに記録された誤情報は、特に大西洋くろ



 

まぐろが SBTとして誤記入されるというミスコードであるとして説

明することができる。 

 インドネシアは、CDSデータと COMTRADE貿易データとの間の不調和

（COMTRADEデータでは、2016年から 2018年の期間の各年における

同国の SBT輸出量が過少になっている）に関する予備的な調査結果に

関する文書 CCSBT-CC/2010/18を提出した。インドネシアは、以下を含

む様々な点を明確化した。 

• 国のグルーピングによる貿易量データは、一部の国のデータが利用可

能でないために COMTRADEでは過少申告となっている可能性があ

る。 

• COMTRADEは、最新の商品コード分類で報告されていない国のデー

タの推定値を含んでいない。 

当該文書では以下のとおり結論付けた。 

• インドネシアは、COMTRADEに同国のデータを提出する義務を追っ

ていないので、これらのデータはインドネシアの SBT輸出データの

全体数量又は金額を示したものではない。 

• インドネシアは、COMTRADEの記録と同国の国内データとの間の不

調和を調査するためにさらなる時間を要する。 

 さらに、同文書の別添 1に基づき、インドネシアは COMTRADEに記録

された同国による SBTの輸出情報と輸入情報の両方に問題があるよう

であると述べた。インドネシアは、CC 16に対し、COMTRADEと CDS

データとの間の不調和に関する同国によるさらなる調査結果を提出する

予定であると述べた。 

 会合は、 

• COMTRADEデータについてさらに検討し、将来的には事務局が各メ

ンバーに関する COMTRADEデータを確認及び説明すること、さらに

EU及びインドネシアは、それぞれの国内データベースから得た最善

の年間貿易データサマリーを COMTRADEサマリーとの比較に利用す

ることができるよう、CC会合の前に当該データを事務局に提供すべ

きことに合意した。 

• DG MAREが提出した EUの貿易データが EUに関する正しい数字で

あると考えるべきとの EUの発言に留意した。 

• 南アフリカの CDS／COMTRADEデータ間の不調和に関する同国の調

査に関して南アフリカからの回答がなかったことに留意した（この事

項は 2021年の作業計画に繰り越された）。 

• 事務局による文書 CCSBT-CC/2010/08 (Rev.1) 及びインドネシアによ

る文書 CCSBT-CC/2010/18の提出に感謝した。 

 



 

議題項目 4. CCSBT措置の運用状況：課題及びアップデート 

 事務局は、CCSBTの主要な措置の運用状況に関するアップデートを示

した文書 CCSBT-CC/2010/09を提出した。事務局は以下の事項をハイラ

イトした。 

• 文書の別紙 Aは、洋上及び港内で実施された転載の数量の概要を示

した表であり、COVID-19パンデミックのために運搬船に転載オブザ

ーバーが乗船していない状態で 2020年上半期に実施された（現時点

で）既知の SBT洋上転載の件数（表 2b）を含む。 

• CCSBTでの新たな IMOナンバー要件（少なくとも総トン数 100トン

を超える木造船及びファイバーグラス船が対象）は、2021年 1月以

降に発効する。 

• CCSBTが 2019年に他の 8つの RFMOとの IUU船舶の相互掲載に合

意したことを受け、CCSBTの IUU船舶リストが 2020年 2月に策定さ

れ、現在 116隻の相互掲載された IUU船舶が掲載されている。当該

リストは、他 RFMOのそれぞれの委員会年次会合の開催後速やかに

アップデートされる予定である。 

 一部のメンバーは、この機を捉えて、CCSBTによる IUU船舶の相互掲

載のイニシアティブは前向きなステップであるとして支持を表明した。 

 事前協議においてインドネシアは以下を述べた。 

• IMOの決議に基づき IMOナンバーを取得する資格がある全 183隻の

うち 177隻は、関連する船主の自発的な対応により、既に IMOナン

バーを取得している。一部の船主はまだ登録手続き中である。 

• 2020年において、同国は寄港国措置協定に関する行政規則を発効さ

せ、当該規則の実施に向けた技術的な準備プロセスを進めているとこ

ろである。 

• インドネシアは、2021年にさらなるアップデート情報を提供する予

定である。 

 ピュー慈善基金は、関連する CCSBTメンバーが要すれば IMOナンバー

の取得を支援することを申し出た。 

 SBTを他のまぐろ類とは分けて転載すること及びメンバーは将来的に現

地で遺伝子テストキットを使用する可能性をモニタリングするとの勧告

（セクション 3）に関して、韓国は、これらの勧告に対する立場を保留

し、関係者と技術的な影響について議論したいと述べた。 

 会合は、CCSBTの CDS決議に対する米国の自主的な協力、特に引き続

き四半期ごとに CDS文書を提出していることに感謝するとともに、事

務局による文書作成にも感謝した。 

 



 

議題項目 5. CCSBT遵守計画の実施状況 

5.1.   公式化された遵守評価プロセス案 

 CC 14は、オーストラリアが CCSBTの遵守評価プロセスの策定に向け

て作業を行い CC 15に対してその成果を報告する休会期間中の連絡調整

グループをリードすることに合意した。 

 オーストラリアは、事前協議における休会期間中の作業グループの進捗

状況に関するアップデートを以下のとおり提供した。 

• 遵守評価プロセスに関する連絡調整グループは、2019／20年にかけ

てその作業に取り組んだ。 

• 2019年 10月に、オーストラリアはグループへの参加者の指名並びに

文書 CCSBT-CC/1919/16へのコメントを求めた。 

• 参加者の指名及びオーストラリアの文書 CCSBT-CC/1910/16へのコメ

ントの受領後、オーストラリアは、それぞれの見解の概要及び連絡調

整グループによるさらなる検討が有益と同国が考えた分野について回

章し、一部のメンバーがこれらの分野についてコメントした。 

• 全体として、メンバーは既存の遵守評価プロセスに対する限定的な変

更のみを支持しているように見受けられ、また既存のプロセスは効果

的に機能しているとの見解であった。 

• 作業グループはいくつかの変更提案を検討したが、一部のメンバーは

遵守行動計画の文脈との並びを見て作業すべきこと、及び予定されて

いる CCSBTパフォーマンス・レビューの影響を受ける可能性がある

ことを指摘し、変更案に対してコンセンサスに達することができなか

った。 

• オーストラリアは、作業グループは作業を継続し、CC 16に対して正

式な報告を行うことを提案した。 

 会合は、作業グループはより公式化された遵守評価プロセスの策定の可

能性について 2021年に引き続き検討すること、及びその検討結果を CC 

16に対して正式に報告することを勧告した。またメンバーは、作業グル

ープに対して提出された全てのコメントが共有されるべきことに合意し

た。 

 会合は、休会期間中の作業グループをリードしたオーストラリアに感謝

した。 

 

5.2.   常設議題項目 

 事務局は、潜在的な非メンバーによる漁業活動及び非メンバーとの遵守

上の相互作用に関する文書 CCSBT-CC/2010/10を提出した。本文書で

は、 



 

• 2020年においては、Trygg Mat Tracking（TMT）によって実施される

臨時解析に関する事務局への要請はなく、したがって TMTが保有す

る運用資金は使用されなかったことが報告された。 

• SBTの貿易及び CCSBT漁獲証明制度（CDS）に関して、カナダ、レ

バノン、ナミビア及び米国といった様々な協力的非加盟国（NCNM）

との間で行われた連絡に関する最新情報が提供された。 また、米国

は利用可能な SBTの輸入 CDS文書に関する四半期ごとの報告及び一

部行方不明となっている輸入文書に関するフォローアップの実施を通

じて CCSBTの CDSに引き続き協力していることに留意した。 

• 事務局の遵守関連のリソースを COVID-19及び欧州連合の QARに関

する追加的作業に優先的に割り当てたことから、2020年は UN 

COMTRADEから得たデータの概要は提供しなかったことを述べた。 

 会合は、事務局が SBT漁場で発生した疑わしい漁業活動に関する情報

を受領した場合に行われる至急の要請に対して船舶自動識別装置

（AIS）データ及び船舶会社の背後関係に関する臨時解析を行うべく

TMTが保有している運用資金の継続を勧告することに合意した。 

 会合は、事務局による多くのアウトリーチの努力にも関わらず、残念な

がらほとんどのケースにおいて NCNMから有益な回答は得られなかっ

たこと、及び NCNMとのさらなる連絡を通じて何らかの結果が得られ

た場合には 2021年の CC会合及び EC会合においてこの問題に何らかの

対処を行う必要があることに留意した。 

 会合は、ECに対し、翌年の CC会合に中国、モーリシャス、ナミビア、

シンガポール及び米国を招待することに合意するとともに、事務局によ

るアウトリーチ作業に感謝した。 

 事務局は、遵守委員会及び拡大委員会に対する年次報告書テンプレート

の改正案に関する文書 CCSBT-CC/2010/11を提出した。本文書では、テ

ンプレートの一部に対する微修正及び明確化のみを提案した。オースト

ラリアは、事前協議プロセスの際にセクション 2.1.3に対するさらなる

修正を提案した。同提案への質問に対し、オーストラリアは、同国によ

る曳航中の SBT死亡量は事務局に対して別途報告されていることを確

認した。   

 会合は、事務局が提案した全ての修正を受け入れることに合意した。合

意された CC及び ECに対する年次報告書テンプレートは別紙 5のとお

りである。 

 ピュー慈善基金（ピュー）は、2018年にみなみまぐろ保存委員会の統計

海区内で報告された転載と AISデータとの比較解析の結果に関する文書

CCSBT-CC/2010/17を提出した。本文書は、CCSBT 26により採択され

た、メンバーによる非遵守の可能性を含む外部文書のレビュープロセス

を通じて CCに提出されたことが留意された。 

 一部のメンバーは、漁船と運搬船との転載を伴わない遭遇には、餌の受

け渡し又は補給といった合法的な理由があることを述べた。韓国は、韓



 

国漁船関連の具体的なケースに関する限り、本文書で言及された案件に

ついて非遵守の可能性があるとは考えておらず、また本文書で示された

のは漁船と運搬船との遭遇したケース及び転載通知がなかったケースの

情報に過ぎないため、これらのケースを違法な活動であると見なす合理

的かつ信頼に足る合理的な根拠であるとは考えていないことから、した

がって何ら調査を行わなかったと述べた。 

 事前協議において、日本は以下をコメントした。 

• 文書 CCSBT-CC/2010/17の別紙のとおり、日本は AISにより検知され

た 20隻の運搬船のうち 10隻（検知された 190件の「遭遇」のうち

98件を網羅）を運用する日本の企業と協力して事実関係の調査を行

った。その結果として、洋上転載に関連する違法なプラクティスの兆

候は何ら確認されなかった。10隻の運搬船に関連する遭遇案件のう

ちのほとんど（98件中 92件）は、乗船中の ROPオブザーバーにより

適切に監視された。残りの 6件は全て、魚の転載以外の活動に関する

邂逅であった。 

• 当該文書に対するメンバーからのコメントを求める根拠となる「メン

バーによる非遵守の可能性を示唆する外部文書のレビュープロセス」

について、日本は、当該プロセスに実際に対応した経験から、メンバ

ーによる最初の回答までの現行の期限（20日間）は極めて履行が困

難であることを確認した。特に、外部文書が多数のケースに関する多

様なデータを含む場合に困難となる。例えば、本年提出された文書に

は 1,438件の疑わしい洋上転載及び疑わしい洋上転載後の寄港が含ま

れており、うち 279件は日本の私企業が関与するものである。同時に

複数の文書が提出された場合には対応がさらに困難になる。こうした

実施上の困難性を踏まえ、現行の 20日間の回答期限については将来

的には再検討される必要がある。 

 インドネシアは、事前協議において、いかなる会合文書も、遵守委員会

の全体会合での議論の前に関連する旗国により十分確認され、かつ倫理

上の手続きを経るべきことを奨励すると述べた。 

 事務局は、ロシアが「みなみまぐろ（SBT）漁業向け漁具を装備したロ

シア連邦はえ縄漁船」に言及する形でロシアが ICCATに提出したロシ

アの熱帯まぐろ類に関する年次漁業／漁獲能力管理計画について述べ

た。事務局は、事務局からロシアに対して本件の明確化のための書簡を

送付することを勧告した。会合は、事務局による勧告に合意した。 

 

議題項目 6. CCSBT の計画、政策及び取決め：レビュー、改正及び中

間報告 

6.1. 遵守行動計画（CAP）：リスクのレビュー及び 2021年から 2025年ま
での CAPにかかる検討 



 

 事務局は、遵守リスクのレビュー及び 2021－2025年の遵守行動計画案

の検討に関する文書 CCSBT-CC/2010/12を提出した。本文書は、メンバ

ーとの休会期間中の議論を通じて作成され、また事前協議プロセスを通

じてさらにアップデートされた。 

 本文書では、 

• 休会期間中の連絡グループのプロセス中に実施されたステップの概要

を示した。 

• 2021年から 2025年までの CAP案を提示した。 

• 既存の遵守リスクを緩和又はより良く定量化するために何が実施され

たかに関するアップデートを提示した。 

 事務局は、事前協議プロセスにおいて CAP案に対するいくつかの追加

修正提案が行われたので、会合では事務局文書に添付されたバージョン

ではなくさらに修正された CAP案を検討することを述べた。 

 会合は、特定されている遵守リスク一覧及びこれの導入テキストに対す

る改正案を含む別紙 Aを最初に検討した。以下を含む様々なポイントが

検討された。 

• あるメンバーは、遵守リスクに序列を付けることは重要であり、行動

計画を策定するプロセスをより構造化することに資するものと考える

との見解であったが、もう一つのメンバーは、非常に時間がかかる議

論を招くのでそういった対応の必要性を見いださなかった。 

• 遵守リスク一覧は、CAPに含まれる行動事項を策定するための指針

となるべきである。 

 会合は、改正遵守リスク一覧に合意しなかったので、CC 15では将来の

プロジェクト行動事項及び維持管理行動事項について検討しないことを

決定した。 

 会合は、ECに対して以下を勧告することに合意した。 

• 現行の CAPを CC 16まで保持することとし、現行の CAPにおける関

連事項を CC 16までに実施すること 

• CAPの改定については休会期間中にさらに検討するのではなく、次

の適切な対面会合において検討すべきこと。 

 

6.2. CCSBTとその他機関との遵守関係のアップデート 

 事務局は、CCSBTとその他機関との遵守関係に関する文書 CCSBT-

CC/2010/13を提出した。本文書では、国際監視・管理・取締りネットワ

ーク、まぐろ遵守ネットワーク（TCN）、関連する地域漁業機関／地域

漁業管理機関との遵守関係、またインターポール、ピュー慈善基金、グ

ローバル・フィッシング・ウォッチ（GFW）及び国際水産物持続財団と

の関係に関するアップデートを提示した。重要な点は以下のとおりであ

る。 



 

• TCNイニシアティブは、全まぐろ類 RFMO及び多くの非まぐろ類

RFMOの遵守担当者間における非公式な IUU船舶リスト更新通知シ

ステムをセットアップする予定である。これへの参加機関には

CCSBTが相互掲載を行っている全ての機関が含まれる。この非公式

プロセスは、最新の相互掲載リストにおけるリストから削除された船

舶又は（他の RFMOのリストに）新規掲載された船舶が不注意から

見落とされてしまうことのないよう、また迅速かつ適切に対応される

よう確保することに資するものである。 

• CCSBTと IOTCの間の転載に関する基本合意書（従前の MoUに替わ

るもの）への署名。 

 事務局は、WCPFCとの洋上転載に関する協力覚書（MoC）の早急な運

用開始に向けた作業を進めるよう奨励された。 

 会合は、事務局の作業に感謝するとともに文書に留意した。 

 

議題項目 7. オンラインによるデータ提出／データアクセスプロジェク

ト及び試行的 eCDSの開発状況 

 事務局は、CCSBTのオンラインデータ提出／アクセスシステム及び試

行的 eCDSに関する進捗状況をアップデートした文書 CCSBT-

CC/2010/14を提出した。 

 オンラインによるデータ提出／データアクセスプロジェクトにおける月

別漁獲報告及び権限を付与された確認者に関する機能については、現在

メンバーによる評価作業が実施されているところである。2020年におけ

る残りの作業としては、許可船舶の一括アップロード機能及び自動リマ

インダーツールがあり、メンバーによる試行の前に事務局がこれを評価

する予定である。2021年に予定されている予算では、メンバーが「ライ

ブ」で使用するための環境を整備するためのシステム展開にかかる費

用、及び必要に応じたメンテナンスとバグ修正にかかる費用をカバーす

ることとなっている。 

 試行的 eCDSプロジェクトは良く進捗しており、ほとんどのオンライン

CDS様式は事務局によるテストに向けた準備が整う予定である。今日ま

で、最大 150,000ドルの予算のうち 44,550ドルが支出されている。次の

ステップは、様式の確認／証明、データの品質チェックのための詳細な

ルール、及びユーザーのアクセスに関するルールの作成である。事務局

はこの作業に対してメンバーからのいくらかのインプットを必要として

おり、この作業にかかるガイダンスを提示するためのオンライン作業グ

ループを形成することを勧告した。さらに事務局は、現行バージョンの

eCDSに関する議論及びデモンストレーションをどのような形でいつ実

施するかにかかるメンバーからの指示を求めた。 

 質問に対し、事務局は以下を述べた。 



 

• オンラインデータアクセスツールプロジェクトの製品版の展開は、

2021年半ばとなる可能性が高い。 

• eCDS開発のうち一部のエレメントについては継続が可能だが、事務

局としてはメンバーからのインプットを要する。 

• eCDSとメンバーの国内システムとの統合は可能だが、試行的 eCDS

の完成後に別のプロジェクトとして実施する必要がある。 

 一部のメンバーは、試行的オンラインデータアクセスツールのソフトウ

ェアの構造及び機能は良好であると述べるとともに、引き続きこれの評

価作業を行い、また事務局に対してフィードバックを行う予定である。 

 会合は、ECに対して以下を勧告した。 

• 試行的 eCDSの開発を継続すべきである。 

• 試行的 eCDSの開発について事務局への指示を行うためのオンライン

作業グループを形成すべきである。 

 eCDSは試行的なものであり、これを本格的に進める前に 2つの根本的

な課題、すなわち権限を付与された確認者の中立性及び標識様式を添付

する必要があるのかどうかを解決する必要があることが留意された。 

 日本は、作業グループの形成は将来的な eCDSの導入を予断するもので

はないと述べた。 

議題項目 8. 海鳥措置の実施強化のための提案 

 バードライフ・インターナショナル（バードライフ）は、CCSBT漁業

における生態学的関連種（海鳥）措置に関する教育及び実施の強化に関

するプロジェクト提案にかかる 2019年の文書（CCSBT-CC/1910/15 

(Rev.1)）をアップデートした 2つの文書を発表した。本提案は、2019年

10月の CC会合で発表された後に、メンバーとの協議を経てさらに策定

されたものである。また本提案は、メンバーの GEF資金の受給資格に

応じて、同じ活動ながらも資金の流れが異なる 2つの提案として分割さ

れた。本プロジェクトには、業界に対する教育及びアウトリーチ、モニ

タリング強化のためのキャパシティ・ビルディング、行政官が船ごとの

混獲緩和措置の使用状況を自動的にモニタリングできるようにするため

の自動システムにかかる技術革新、及び全世界の海鳥混獲数の推定値の

アップデートが含まれる。 

 会合中、一部のメンバーから本提案に対する微修正が提案された。バー

ドライフは、これらの修正を改訂文書 CCSBT-CC/2010/15 (Rev.2) 及び

16 (Rev.2) に反映した。 

 会合は、ERS海鳥措置の教育及び実施強化に関するプロジェクト提案を

承認した。 

 プロジェクトの活動をさらに精緻化し、プロジェクトの予算案を作成す

るとともに 2021年末又は 2020年初頭からのプロジェクト開始に向けた



 

準備を行うため、休会期間中の海鳥連絡グループが引き続き作業を行う

ことが合意された。 

 

議題項目 9. 2021年の作業計画 

 CCは、2021年の作業計画を以下のとおり策定した。毎年の継続的な作

業に関しては、2021年に新規に開始されるものでない限りはここには記

載されていない。 
 

大凡の時期 リソース 

2021年にインドネシアが漁獲量を TACの

上限内に収めるための計画を提出する。 

EC 27に 

対して 

インドネシア 

7日間の通知要件を CC/EC年次報告書で

の 1年ごとの報告要件に変更するための

CDS決議（パラグラフ 1.9）の改正に関す

る提案を作成する。 

 

CC 16まで 事務局 

EUの QAR報告書を最終化及び回章す

る。 

可能な限

り速やか

に 

コンサルタント／

事務局／EU 

文書 CCSBT-CC/2010/04で船舶許可、

CDS及び港内検査報告書に関する非遵守

の問題が指摘されたメンバーは、それぞ

れの国別報告書の中で、非遵守を是正す

るために取られた措置の進捗状況を報告

する。 

CC 16まで 関連するメンバー 

積み残しとなっている遵守行動計画のプ

ロジェクト行動事項を実施するととも

に、維持管理行動事項を継続する。 

CC 16まで メンバー／事務局 

WCPFCとの転載MoCの運用開始に向け

て、WCPFCとの作業を継続する。 

可能な限

り速やか

に 

事務局 

文書 CCSBT-CC/1910/10の 4ページで報

告された貿易データの不調和について調

査する。（2020年作業計画から持ち越

し） 

CC 16まで 南アフリカ 

インドネシアは、COMTRADEと CDSデ

ータとの間の不調和に関する同国のさら

なる調査結果を提出する。 

CC 16まで インドネシア 

EU及びインドネシアは、事務局に対し、

それぞれの国内データベースから利用可

能な最善の年間貿易データサマリー（生

鮮／冷凍 SBTの輸出／輸入量のトン数。

2018、2019及び 2020年）を提供する。 

CC 16まで EU／インドネシア 



 

 
大凡の時期 リソース 

ロシア連邦に対し、同国から ICCATに対

する SBTの漁獲を意図した通知に関する

明確化を求めるための書簡を送付する。 

可能な限

り速やか

に 

事務局 

CC 16へのオブザーバーとして米国、シ

ンガポール、中国、モーリシャス及びナ

ミビアに参加を招請する。 

CC 16まで 事務局 

EC 27によるさらなる検討を条件に、日

本以外の SBTの市場に関する検討を議題

項目とする。 

CC16 / 

EC28 
メンバー 

オーストラリアがリードする休会期間中

の連絡調整グループは、より正式化され

た遵守評価プロセスの必要性に関する検

討を継続する。 

CC 16まで オーストラリア／

その他のメンバー

／事務局 

資金獲得に向けたプロジェクト提案の策

定を支援するため、休会期間中の海鳥連

絡調整グループを継続する。 

CC 16まで メンバー、事務

局、バードライフ 

事務局は、オンライン作業グループを通

じたメンバーからの協力及びフィードバ

ックを得て、eCDSの開発作業を継続す

る。 

CC 16まで 事務局／メンバー 

2021年に予定されているオンラインデー

タ提出／アクセスに関する作業に取り組

む。 

CC 16まで 事務局／メンバー 

帰属 SBT漁獲量の適用にあたって食害を

受けた魚はどのように扱われるべきかに

ついて検討するための休会期間中の連絡

調整グループを招集する。 

EC 28まで ニュージーランド

／メンバー 

市場調査提案及び標識装着の改善（ただ

し本プロジェクトに対する ECの承認が

条件）、遵守リスク（CAP）及び eCDS

について検討するための TCWG会合に向

けた準備を行う。 

CC 16まで メンバー／事務局 

南アフリカに対し、同国の CDS上の問題

の解決を支援するために必要なサポート

を行う。 

CC 16まで オーストラリア及

びニュージーラン

ド 

 

議題項目 10. その他の事項 

 CCは、2021年の CC会合の直前に遵守専門作業部会（TCWG）を開催

するよう勧告することに合意した。TCWG会合では、改定遵守行動計

画、eCDS及び日本の市場解析提案に基づく CDS標識の装着方法の改善

について検討することが勧告された。TCWGは、物理的な会合をバーチ



 

ャル会合により補完することができる。バーチャル会合のタイミングに

ついては未定である。 

 会合は、追加のバーチャル会合が必要となった場合のプロセスを精緻化

するために事前協議プロセスを修正することができるかどうかについて

検討するには十分な時間がなかった。メンバーは、休会期間中に本件に

かかる提案を行うことに合意した。 

 

議題項目 11. 拡大委員会に対する勧告 

勧告 

 遵守委員会は、拡大委員会に対して以下を勧告した。 

• インドネシアが、同国の総漁獲利用可能量を遵守していない状況を検

討すること。同国は、2019年と 2020年の両年で大幅な過剰漁獲を行

っており、2020年 10月 10日時点で、2019年と 2020年を合わせた過

剰漁獲量は 232.76トンとなっている。インドネシアは、この過剰漁

獲に対応するために同国の漁獲能力を削減する意思はなく、また是正

措置政策に規定された返済メカニズムを適用するつもりもないと述べ

ている。インドネシアは、現時点で 2020年の SBT漁獲量は 1,600ト

ンから 1,800トンの間になると見込んでおり、したがって 2019年と

2020年を合わせて約 950トンの SBTを過剰に漁獲する結果となる可

能性があると述べている。 

• インドネシアの過剰漁獲に関して、会合は ECに対し、以下の CCに

おける議論について検討するよう述べた。 

o インドネシアは、2019年及び 2020年における TACの同国に対す

る国別配分量を遵守することについて、これを遵守していない。 

o ECは、インドネシアによる過剰漁獲分の返済スケジュールの決定

にあたっては柔軟であるべきである（インドネシアは、将来的に

全世界 TACが増加した後に同国の過剰漁獲分を徐々に返済してい

く用意があると述べている）。 

o インドネシアにおける現行の管理措置は、自国の漁獲量を管理す

るという点において改善を要する。 

o インドネシアは、CCSBT 27に対し、2021年の漁獲量を同国に対す

る TACの国別配分量の範囲内に収めることを確保するための計画

を提出することに合意した。 

• 遵守委員会の 2021年作業計画案を承認すること 

• ECとして、現行の遵守行動計画の 1年間の延長に合意すること。拡

大委員会による承認に向けて新計画を提出することを目指したが、

2021－2025年を対象とする新たな 5年間の計画（毎年のレビューを

伴うもの）に関する作業を会議中に完了することができなかった。 

• 必要に応じて Trygg Mat Trackingによるサービスにアクセスするため

の 20,000ドルの臨時資金を継続すること。 



 

• CC/ECに対する年次報告書の修正テンプレートを採択すること。 

• 極めて特殊な状況に対する行動原則及び行動の種類に関するガイドラ

インを採択すること。 

• 2021年の CC 16会合の前に遵守専門作業部会会合を招集すること。

日本の市場調査提案に基づく標識装着の改善、新たな遵守行動計画、

及び未解決の eCDSに関する問題を含む多くの検討事項が特定され

た。 

• 米国、シンガポール、中国、モーリシャス及びナミビアに対して、将

来の遵守委員会会合への参加を招請すること。 

• 事務局からロシア連邦に対し、「みなみまぐろ（SBT）を漁獲する装

備を有するロシア連邦はえ縄漁船」に言及している、ロシアが

ICCATに提出したロシアの熱帯まぐろ類に関する年次漁業／漁獲能

力管理計画についての明確化を求める書簡を送付すること。 

• 試行的 eCDSの開発を継続するとともに、試行的 eCDSの開発中に事

務局に対するガイダンスを提示するためのオンライン作業グループを

形成すること。 

留意事項 

 遵守委員会は、拡大委員会に対して以下に留意するよう提案した。 

• EUに対する QARは最終化されておらず、したがって CCによる検討

が行われなかったが、完了は間近であり次回会合において検討される

予定である。 

• インドネシアは、EC 27に対し、2021年の同国に対する TAC国別配

分量をどのように遵守するのかに関する計画を提出することに合意し

た。 

• メンバーによる多数の非遵守の問題があったが、それらは軽微である

と考えられる性質のものであり、CCとしては是正措置政策の適用を

要するものであるとはしなかったこと。これらの問題には、漁船許可

の通知の遅れ及び遡及許可、引き続く CDS文書の不提出にかかる軽

微な問題、及び港内検査報告書の提出の大幅な遅れが含まれる。CC

はメンバーに対し、まだ報告されていない事項についてはこれらの問

題をどのように是正したのかを次回会合に報告するよう要請した。 

• オーストラリアが招集した休会期間中の作業グループは、より正式化

された遵守評価プロセスについて引き続き検討し、CC 16に対して報

告すること。 

• 提案を精緻化するとともに外部資金を確保するための作業が継続する

ことに留意しつつ、生態学的関連種（海鳥）措置に関する教育及び実

施を強化するためのバードライフ・インターナショナルと CCSBTの

共同提案を CCが承認したこと。 

• 転載に関してピュー慈善基金及びグローバル・フィッシング・ウォッ

チが遵守委員会に対して提出した文書。 



 

• オンラインデータ提出／データアクセスプロジェクト及び試行的

eCDSプロジェクトの進捗状況。いずれも予定通りかつ予算内で進捗

されており、また予定に沿って 2021年も作業が継続される。 

• ニュージーランドが、帰属 SBT漁獲量の適用にあたって漁獲物に対

する食害をどのように取り扱うのかについてメンバーが検討できるよ

うにするための休会期間中の作業グループを招集し、2021年の委員

会に報告する予定であること。 

• 南アフリカは、事前協議文書における質問に全く回答しなかったこ

と、及び CCでの議論の大部分に参加しなかったこと。同国による非

遵守問題を含む継続的な CDS上の問題点については、オーストラリ

アが南アフリカに対する支援を申し出ており、これについて 2021年

に報告する予定であること。ニュージーランドも支援を申し出てい

る。 

 

議題項目 12. まとめ 

12.1.   会合報告書の採択 

 報告書が採択された。 

 

12.2.   閉会 

 会合は、2020年 10月 10日午後 8時 56分（キャンベラ時間）に閉会し

た。 
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議題 

第 15回遵守委員会会合 

2020年 10月 8－10日 

オンライン 

 

1. 開会 

1.1 開会の辞 

1.2 議題の採択 

1.3 会議運営上の説明 

 

2.  CCSBT保存管理措置の遵守状況の概要 

2.1 事務局からの報告 

2.2 メンバーからの年次報告  

2.3 COVID-19に関連する問題の検討 

2.3.1 メンバーによって取られた措置 

2.3.2 例外的状況に関する原則及び取られる行動の種類に関するガイド

ライン 

2.4 CCSBT管理措置の遵守状況の評価 

2.4.1 メンバーの遵守状況 

2.4.2 是正措置政策の適用 
  

3. CC 14による 2020年作業計画の進捗状況のレビュー 

 

4. CCSBT措置の運用状況：課題及びアップデート 
 

5. CCSBT遵守計画の実施状況 

5.1 公式化された遵守評価プロセス案 

5.2 常設議題項目 

 

6. CCSBTの計画、政策及び取決め：レビュー、改正及び中間報告 

6.1 遵守行動計画（CAP）：リスクのレビュー及び 2021年から 2025年まで

の CAPにかかる検討 

6.2  CCSBTとその他機関との遵守関係のアップデート 

 

7. オンラインによるデータ提出／データアクセスプロジェクト及び試行的 

   eCDSの開発状況 
 

8. 海鳥措置の実施強化のための提案 

 

9. 2021年の作業計画 

 

10. その他の事項 

 

11. 拡大委員会に対する勧告 



 

12. まとめ 

12.1. 会合報告書の採択 

12.2. 閉会 
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Korea Annual Report to the Compliance Committee and the Extended 

Commission 

New Zealand Annual Report to the Compliance Committee and the Extended 

Commission 

South Africa Annual Report to the Compliance Committee and the Extended 

Commission 

Taiwan  Annual Report to the Compliance Committee and the Extended 

Commission (Rev.2) 

 

 



 

(CCSBT-CC/2010/Rep) 

1. Report of the Twenty-Fifth Meeting of the Scientific Committee (August/ 

September 2020) 

2. Report of the Twenty-Sixth Annual Meeting of the Commission (October 2019) 

3. Report of the Fourteenth Meeting of the Compliance Committee (October 2019) 

4. Report of the Twenty-Fourth Meeting of the Scientific Committee (September 

2019) 

5. Report of The Thirteenth Meeting of the Ecologically Related Species Working 

Group (May 2019) 

6. Report of the Twenty-Fifth Annual Meeting of the Commission (October 2018) 

7. Report of the Thirteenth Meeting of the Compliance Committee (October 2018) 

8. Report of the Fifth Meeting of the Strategy and Fisheries Management Working 

Group (March 2018) 

9. Report of the Twelfth Meeting of the Compliance Committee (October 2017) 



別紙 4 

 

極めて特殊な状況に関する行動原則及び取られるべき措置 

に関するガイドライン 

遵守政策ガイドライン 5 

（第 27回委員会年次会合（2020年 10月 12－16日において採択） 

 

 

1. はじめに 

この政策において、極めて特殊な状況とは、CCSBTのMCS措置及び／又

は漁船の通常の運用を阻害するような、まれで事前に予測できない事態又

は問題のことをいう。この遵守政策は、そうした極めて特殊な状況下にお

ける行動原則及び取られるべき措置に関するガイドラインを提供するもの

である。 

この政策において、全ての委員会との文言には拡大委員会が含まれ、全て

のメンバーとの文言には拡大委員会の協力的非加盟メンバー（CNM）が

含まれる。  

この政策は、委員会による既存の又は将来的な決定又は決議に対して何ら

優先又は変更するものではない。これらのガイドラインと委員会による決

定又は決議との間に不調和がある場合には、委員会による決定又は決議が

優先される1。 

 

2. 政策の目的 

この政策の目的は、実施可能な範囲において、極めて特殊な状況が委員会

の保存管理措置を弱体化させることのないよう、及び全てのメンバーが極

めて特殊な状況が発生した場合の委員会からの期待に対してどのように対

応するかについて理解するよう確保することである。 

取決めの変更といった遵守を達成するために実施可能な代替手段が存在す

る場合、又は遵守を確保するために利用可能な手段があったと合理的に想

定される場合は、措置の非遵守を正当化するために極めて特殊な状況が利

用されるべきではない。 

 

 
1 例えば「CCSBT漁獲証明制度の実施に関する決議」パラグラフ 1.7－1.9及び 4.1.2-4.1.3では「特別な

状況」について規定しており、「大型漁船の転載に対する計画創設に関する決議」パラグラフ 20では

「不可抗力」について規定している。こうした場合、メンバーは委員会により採択された決定又は決議

に従って行動すべきである。 



 

 
 

3. 極めて特殊な状況における行動の指針となる原則 

極めて特殊な状況が発生した場合に取られる代替的な行動の指針として、

以下の原則を考慮すべきである。 

• 以下のような場合は、非遵守に起因するリスク2を最小化するため

の行動を取るか、又は CCSBT措置の適用除外規定に依存3すべきで

ある。 

o 極めて特殊な状況が CCSBT措置の通常の運用を阻害してい

る場合 

o 極めて特殊な状況が以下のいずれかに対して影響を及ぼすこ

とが想定される場合 

▪ 複数の事態4 

▪ 単一の事態であるが後でなければ行動を取ることができ

ない事態5 

• 極めて特殊な状況の結果として取られるべき行動は以下によるべき

である。 

o 曖昧さを残さない形で表現する。 

o 非遵守又は措置の適用除外規定への依存 3の結果として生じ

るリスクに相応の行動とし、また可能な限り、そうしたリス

クを最小化するための是正措置を実施する。 

o その他の点では国際法と矛盾しない。 

o 既存の措置又はより広範な CCSBTの管理体制を無用に弱体

化させない。また可能な限り、CCSBT管理体制の機能を改

善するための機会を提供するとともに、関連する CMM義務

を遵守するためにあらゆる努力を払う。 

o 可能な限り、経験している極めて特殊な状況の悪化を回避す

る性質の行動とする。 

o 極めて特殊な状況によってのみ正当化される一時的な措置と

し、明確に終了の（又は見直しを行う）期日を定めるか、又

は明確な終了条件を定める。 

 

 
2 過剰漁獲につながるようなメンバー又は非メンバーによる SBTの IUU漁業又は貿易など 
3 この文脈での「適用除外規定への依存」とは措置の一部のみが実施されていることをいい、措置の一

部実施とは極めて特殊な状況に対して許容される同措置の適用除外規定に従う形で発生したもの（複数

の洋上転載に対するオブザーバーの配乗の阻害のように COVID-19パンデミックにおいて発生した状況

など）をいう。 
4 複数の洋上転載に対するオブザーバーの配乗の阻害のように COVID-19パンデミックにおいて発生し

た状況など 
5 例えば、1件の洋上転載にかかる極めて特殊な状況について、転載された SBTに対する港内検査を後

日実施することで対応する場合などが考えられる。 



 

 
 

4. 極めて特殊な状況が CCSBT措置の完全な遵守又は全面的な実施を阻害す

る場合に取る措置 

極めて特殊な状況が CCSBT措置の完全な遵守を阻害する又は措置の適用

除外規定への依存を要するような状況においては、メンバーにより以下の

ような措置が取られるべきである。 

 

(1) 非遵守の場合 

• 極めて特殊な状況の確認後、事務局長に対して可及的速やかにかつ

10営業日以内にこれを通報する6とともに、別添 1に従って当該情

報及び取られる行動案を提出する。 

• そうした行動には、セクション「3」に示した原則に従った行動を

含むべきである。 

• 極めて特殊な状況に関する通報を事務局長が回章してから 7平日以

内に行動案に対するメンバーからの反対がなかった場合、当該行動

案は委員会により許可されたと見なされるものとする。 

o 当該行動案が委員会により許可されなかった場合、当該メンバ

ーは、委員会会合が別の決定を行わない限り、該当する措置に

関して引き続き非遵守であったものと見なされる。 

• 各事例ごとに取られた行動の詳細と合わせて全ての措置の非遵守事

例を記録する。 

• 極めて特殊な状況及び／又は取られた措置に関して何らかの変更が

あった場合には、そうした変更の後、事務局長に対してこれを可能

な限り速やかに通知する 6。 

• 次の遵守委員会年次会合又は 6ヶ月以内のいずれか早い方におい

て、別添 3に規定された情報を含む報告書を提出する7。当該年を

越えて継続する場合、メンバーは問題が解決されるまで 6ヶ月ごと

に報告を行うべきである。メンバーは、それよりも早く、かつ定期

的に報告することができる。事務局は、当該情報を全メンバーと共

有する。 

• 遵守委員会は、提出された情報を検討し、特に極めて特殊な状況が

継続している場合又は取られた行動が適切でなかった場合は、将来

的な行動に関する勧告を行う。 

 
6 事務局長は、通報の通報の受領後速やかに関連する別添を含む通報をメンバーに対して回章する。 
7 極めて特殊な状況が継続しているか終了しているかを問わない。 



 

 
 

(2) 適用除外規定に依存する場合 

• 極めて特殊な状況の確認後、事務局長に対して可及的速やかにかつ

10営業日以内にこれを通報する 6とともに、別添 2に従って当該情

報を提出する。 

• そうした行動には、セクション「3」に示した原則に従ってリスク

を最小化するために取られた行動又は取られる行動を含むべきであ

る。 

• 他のメンバーが、リスクを最小化するために取られた行動は不十分

であるとの懸念を有している場合、遵守委員会は提供された情報に

ついて検討し、特に特定の極めて特殊な状況が継続している場合は

必要に応じて将来的な行動に関する勧告を行う。 

• 次の遵守委員会年次会合に対して、別添 3に規定された情報を含む

報告書を提出する 7。 

 

 

5. この政策に基づく役割及び責任 

主体 責任を有する事項 

委員会 • 政策の承認 

• 「非遵守」に関して提出された行動の検討／

許可 

• 遵守委員会による勧告の検討 

遵守委員会 • 要請があれば、非遵守事例及び適用除外規定

への依存に関して提供された情報を検討する 

• 特に極めて特殊な状況が再発又は継続してい

る場合、必要に応じて当該状況に対する将来

的な行動について委員会に勧告を行う 

極めて特殊な状況及び

非遵守に直面している

メンバー 

• 事務局長に対し、極めて特殊な状況及び取ら

れる行動案について通報する 

• 遵守委員会に対し、極めて特殊な状況及び取

られた行動に関して報告する 

極めて特殊な状況及び

適用除外規定への依存

に直面しているメンバ

ー 

• 事務局長に対し、極めて特殊な状況及び取ら

れた行動又は取られる行動について通報する 

• 遵守委員会に対し、極めて特殊な状況及び取

られた行動について報告する 

他のメンバー • 非遵守のケースでは、行動案に関して 7日間

以内に回答する 

事務局 • この政策をウェブサイトに掲載する 

• 極めて特殊な状況に関する別添 1又は別添 2

による通知を回章する 



 

 
 

6. 政策のレビュー 

この政策は、この危機の間に学んだ教訓を取り入れるため、COVID-19パ

ンデミックに伴う運用上の困難が解決した後にレビューされるものとす

る。その後、この政策は、最初のレビューの日から 5年ごとにレビューさ

れるべきである。委員会は、それよりも先にいつでもレビューを指示する

ことができる。メンバーは、早期のレビューを要請することができる。か

かる要請は、レビューを求める理由とともに、事務局長に対して、

CCSBT手続規則の規則 5に従い、次の遵守委員会会合について定められ

た会議初日の 70日前までに提出されなければならない。 



 

 
 

別添 1 

 

極めて特殊な状況による非遵守及び取られる行動案に関する通知の 

テンプレート 

 

1. 極めて特殊な状況が

開始された日付 

 

日／月／年 

2. 極めて特殊な状況に

関する説明 

 

（極めて特殊な状況にかかる詳細を提示すること） 

3. メンバーが極めて特

殊な状況を認識した

日付 

 

日／月／年（メンバーが該当する極めて特殊な状況について
初めて認識した日付） 

4. 影響を受ける

CCSBT措置 

（通常の運用が阻害される CCSBT措置（関連する CCSBT決
議／決定及びパラグラフ等を含む）について特定し、極めて
特殊な状況が CCSBT措置の完全な遵守を阻害する程度を示す
こと）  

 

5. メンバーによって取

られる行動案 

（メンバーによって取られる行動（リスクを最小化するため
に取られる行動の性質及び程度を含む）を提案すること）   

 

 

6. 行動の開始日案 

 

 

日／月／年（行動の開始日を提案すること、又は開始した日
を示すこと） 

 

7. 終了及び見直しの条

件案 

（当該行動を停止し CCSBT措置の通常運用を再開するために
満たす必要がある条件を提案すること。また、長期に渡って
終了条件が満たされない場合に当該行動の見直しを行う引き
金となる条件を提案すること） 

 

8. 終了日案（既知の場

合） 

（当該行動を終了し CCSBT措置の通常運用を再開する日付を
提案するか、又は極めて特殊な状況を発動させた状況の進捗
に関する情報を提供すること） 

 

 

9. その他 （あれば） 

 

 

 

  



 

 
 

別添 2 

 

極めて特殊な状況による適用除外規定への依存及び 

取られた又は取られる行動に関する通知のテンプレート 

 

1. 極めて特殊な状況が

開始された日付 

 

日／月／年 

2. 極めて特殊な状況に

関する説明 

 

(極めて特殊な状況にかかる詳細を提示すること） 

3. メンバーが極めて特

殊な状況を認識した

日付 

 

日／月／年（メンバーが該当する極めて特殊な状況について
初めて認識した日付）   

4. 影響を受ける

CCSBT措置 

（通常の運用が阻害される CCSBT措置（関連する CCSBT決
議／決定及びパラグラフ等を含む）について特定し、極めて
特殊な状況が CCSBT措置の適用除外規定への依存 3を要する
程度を示すこと）  

 

5. 既存の決議の確認 （極めて特殊な状況下における適用除外を許容している関連
決議を特定すること） 

 

 

6. メンバーによって取

られる措置 

（メンバーによって取られた又は取られる措置（リスクを最
小化するために取られた又は取られる措置の性質及び程度を
含む）を特定すること） 

 

 

7. 行動の開始日 

 

日／月／年（当該行動の開始日） 

 

 

8. 終了及び見直し条件 

 

（当該行動を停止し CCSBT措置の通常運用を再開するために
満たす必要がある条件を特定すること。また、長期に渡って
終了条件が満たされない場合に当該行動の見直しを行う引き
金となる条件を特定すること。又は、可能な限り、極めて特
殊な状況を発動させた状況の進捗に関する情報を提供するこ
と） 

 

9. 終了日（既知の場

合） 

（当該行動を終了し CCSBT措置の通常運用を再開する日付を
特定すること）  

 

10. その他 （あれば） 

   

 

 



 

 
 

別添 3 

極めて特殊な状況及び取られた行動に関する遵守委員会への報告書 

テンプレート 

 

1. 回章番号 （最初の通報が提示された回章番号） 

 

 

2. 極めて特殊な状況に

関する説明 

 

（極めて特殊な状況の詳細、CCSBT措置の完全な遵守又は全
面的な実施がどのように阻害されたのか、極めて特殊な状況
が開始された日付、及び当該状況が終了した日付を提示する
こと） 

 

3. 当該行動の開始／終

了日 

 

日／月／年 から日／月／年 まで 

 

4. 取られた行動に関す

る詳細 

（下表 1により、極めて特殊な状況による非遵守事態又は措
置の適用除外規定への依存 3の程度及び取られた行動の内訳
を提示すること。 

この欄には、下表 1に関する追加的な一般情報及び／又は下
表で使用した用語のうち曖昧な部分の説明を示すこと。例え
ば「検査」という用語を用いた場合、検査にはどのような内
容が含まれるのかをここで説明すること） 

 

 

5. 影響の評価 （取られた行動を踏まえた極めて特殊な状況による影響の評
価を提示すること） 

 

6. その他 （あれば） 

 

 

 

 



 

 
 

別添 3 （続き） 

表 1：極めて特殊な状況による措置の非遵守又は適用除外規定への依存 Error! Bookmark not defined.及び実際に取られた行動の詳細（表内
の青字斜体は例示） 

具体的な日付 

多くの日付に
わたる場合は
月別等にまと
めても可） 

極めて特殊な

状況 

非遵守又は適

用除外規定へ

の依存 

非遵守又は措置の適用

除外規定への依存 3の

種類（関連決議のパラグラ
フを特定すること） 

非遵守又は措置の適用

除外への依存 3 

代替的に取られた行動

及び事態の回数 

代替措置の有効性の評価及

び何らかのギャップがあっ

たかどうか 

日／月／年 COVID-19 適用除外規定
への依存 

転載オブザーバーなし
での洋上転載（転載決議
パラグラフ 20） 

SBT 2000尾
（110,000kg）を含む 5

件の洋上転載が転載オ
ブザーバー不在のまま
実施された。 

 

運搬船が寄港した際、
全 5隻の全 SBTが ####

において検査された。 

 

日／月／年 COVID-19 非遵守 非遵守 CDSタグの使
用（CDSタグを一部漁船に

届けられなかった）（CDS

決議パラグラフ 4.4及び別
添 2） 

3隻の SBT 500尾
（27,500kg）が捕殺さ
れた時点で CDS適合
タグが装着されなかっ
た。 

捕殺時に全 500尾に紙タ
グが付与され、全 SBT

が ####での水揚げ時に
検査され、その際にこ
れらの SBTのうち 400

尾に CDS適合タグが装
着された。 

 

       

       

       

       

       

 



1 
 

別紙 5 

 

遵守委員会及び拡大委員会に提出する年次報告書のテンプレート 

（第 27回委員会年次会合（2020年 10月 16日）において修正） 

 

複数の SBT漁業があり、各々異なる規則及び手続が適用されている場合には、漁業ごとに

テンプレートに記入する方が簡単かもしれない。１つのテンプレートに全ての漁業を記入す

る場合は、各漁業の情報を明確に区別すること。 

テンプレートは、事項によっては割当年度ベースの情報を求めている。CCSBTに関して割

当年度を特定していないメンバー・CNM（すなわち EU）は、暦年ベースで情報を提供する

こと。同テンプレートでは、割当年度（割当年度を有しない場合は、暦年）を「漁期」と称

している。別途記載がない限り、直近に終了した漁期の情報を提供すること。メンバー及び

CNMは、提出時の漁期にかかる操業が終了している場合又は終了間近である場合には、当

該漁期の予備的情報も提供することが奨励される。 

 

目次 ページ 
 

1 監視、管理及び取締り（MCS）改善事項のまとめ 2 

1.1 今漁期に実現した改善事項 2 

1.2 今後予定されている改善事項 2 

2 SBT漁業及び MCS 2 

2.1 みなみまぐろ漁業 2 

2.2 SBT漁獲量のモニタリング 4 

2.3 SBT の曳航、いけすへの活け込み、いけす間の移送（蓄養のみ） 5 

2.4 SBTの転載（港内及び洋上） 5 
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1 監視、管理及び取締り（MCS）改善事項のまとめ 

1.1 今漁期に実現した改善事項 

今漁期に実現した MCS改善事項の詳細を記入すること。 

1.2 今後予定されている改善事項 

今後の漁期に予定されている MCS改善事項及びその実施予定日を記入すること。 

2 SBT漁業及び MCS 

2.1 みなみまぐろ漁業 

2.1.1 漁獲量及び国別配分量 

直近に終了した 3漁期における有効漁獲上限、繰越しの量、総漁獲利用可能量及び帰属漁獲

量を下表 1に記入すること。 

 

表 1. 有効漁獲上限、繰越しの量、総漁獲利用可能量及び帰属漁獲量 

A B C D E 

漁期 

有効漁獲

上限1 

（トン） 

当漁期に繰

り越された

漁獲枠 

（トン） 

総漁獲利用

可能量2 

(B+C) 

（トン） 

帰属漁獲量3

（トン） 

 (例：2019

年 4月－

2020年 3月)         

          

          

 

2.1.2 各漁業種類ごとの配分量及び SBT死亡量 

直近に終了した 3漁期における各漁業種類ごとの配分量及び SBT死亡量を下表 2に記入する

こと。特定の漁業種類における SBT死亡量に関する情報が利用可能でない場合は、最善の

推定漁獲量を使用すること。全ての数字をトン数で記入すること。 
  

表 2. 各漁業種類ごとの配分量及び SBT死亡量 

漁業種類 
SBTを主な漁獲対象とする商業漁業操業であるか否か 

漁業種類 1:（漁業種類名） 漁業種類 2:（漁業種類名） 

漁期 国内配分量 死亡量（トン） 国内配分量 死亡量（トン） 

(例：2019年 4月－2020

年 3月)     

     

     

 
1 有効漁獲上限とは、メンバーに対する国別配分量に、国別配分量に関して合意された短期的な変更にかかる調整分を加えた数

量をいう。例として CCSBT 24報告書パラグラフ 87の表 1 (3) の欄を参照されたい。 
2 総漁獲利用可能量とは、当該割当年におけるメンバーへの有効漁獲上限としての配分量に、未漁獲の 

配分量として当該割当年に繰り越された一切の数量を加えたものをいう。 
3 「メンバー又は CNM の国別配分量に対して計上する帰属漁獲量は、同国の管轄下又は管理下にある漁業活動の結果によるみ

なみまぐろの総死亡量であって、特に以下に起因する死亡を含むものとする: 商業的漁業操業（SBT を主な漁獲対象とするかど

うかを問わない）; 放流及び／又は投棄; 遊漁; 慣習的及び／又は伝統的漁業; 沿岸零細業業」 
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漁業種類

（続き） 

 

放流及び／又は投棄 遊漁 
慣習的及び／又は 

伝統的漁業 
沿岸零細漁業 

漁業種類 3: 漁業種類 4:  漁業種類 5: 漁業種類 6 

漁期 
国内 

配分量 

死亡量 

（トン） 

国内 

配分量 

 

死亡量 

（トン） 

国内 

配分量 

死亡量 

（トン） 

国内 

配分量 

死亡量 

（トン） 

         

         

         

 

2.1.3  SBT漁獲量（保持及び非保持） 

直近に終了した 3漁期における各漁業種類（例：商業はえ縄、商業まき網、商業用船、商業

国内船団、遊漁、慣習的及び／又は伝統的漁業及び沿岸零細漁業）ごとの SBT漁獲重量

（トン）及び漁獲尾数を下表 3に記入すること。報告データが利用可能でない場合は、最善

の推定値を記入すること。船上保持された SBTと保持されなかった SBTの両方を記入する

こと。蓄養以外の全ての漁業種類については、「保持 SBT」には船上保持された SBTを含

み、「非保持 SBT」には海に戻した SBTを含む。蓄養については、「保持 SBT」には蓄養

いけすに活け込まれた SBT及び曳航中の死亡を含む。可能な場合は、漁業種類ごとに、重

量（トン）及び尾数の両方を括弧書きで示すこと（例：[250]）。表の全ての欄に記入するこ

と。数値がゼロの場合は、「0」と記入すること。 
 

表 3. SBT漁獲量（保持及び非保持） 

漁期  

保持・非保持 SBT 

商業的漁業種類（重量はトン数）  

漁業種類 1 

（漁業種類名） 

漁業種類 2 

（漁業種類名） 

漁業種類 3: 遊漁 

 

漁業種類 4: 慣習的／

沿岸零細漁業 

保持 SBT 
非保持

SBT 
保持 SBT 

非保持
SBT 

保持 SBT 
非保持

SBT 

保持
SBT 

非保持
SBT 

(例：2019

年 4月－

2020年 3

月) 

        

         

         

 

2.1.4 漁業種類ごとの船舶の隻数 

直近に終了した 3漁期について、漁業種類ごとに、漁期及び SBTを漁獲した船舶の隻数を

下表 4に記入すること。 

 

隻数を示すことができない場合は、最善の推定値を記入すること、  

 

表 4. 漁業種類別隻数 

 隻数 

 商業的漁業種類 

漁業種類 3: 遊漁 

漁業種類 4: 慣習的／

沿岸零細漁業 
漁期  

漁業種類 1 

（漁業種類名） 

漁業種類 2 

（漁業種類名） 

(例：2019年 4

月－2020年 3

月) 
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2.2 SBT漁獲量のモニタリング 

2.2.1 日次ログブック 

i. 日次ログブックが義務でない場合は、日次ログブックが求められる SBT漁業の割合

を示すこと。 

 

ii. 収集した努力量及び漁獲量の情報が、CCSBT科学調査計画（SC5報告書別紙 D）の

「ミナミマグロ漁獲の評価」において規定されている事項（保持・投棄された漁獲

を含む）に従ったものとなっているか否かを記入すること。従ったものとなってい

ない場合は、非遵守の内容について説明すること。 

2.2.2 追加的な報告方法（RTMP等） 

i. 複数の報告方法がある場合（例：日次・週次・月次の SBT漁獲報告、標識及び SBT

測定に関する報告、ERS相互作用の報告等）は報告方法ごとにそれが義務的要件で

あるか否か、義務でない場合は当該報告方法の対象となる SBT漁業の割合を記載す

ること。 

2.2.3 科学オブザーバー 

i. 各漁業種類（例: はえ縄、まき網、商業用船及び国内船団）ごとに、直近に終了した

3漁期において観察された SBT漁獲量及び漁獲努力量の割合を下表 5に記入するこ

と。漁獲努力量の単位は、はえ縄では鈎針数とし、まき網では投網数とすること。 

 

表 5. SBT漁獲量及び漁獲努力量にかかるオブザーバーカバー率 

漁期 

漁業種類 1 漁業種類 2 

観察漁獲

努力量

（%） 

観察 

漁獲量

（%） 

観察漁獲

努力量

（%） 

観察 

漁獲量

（%） 

(例：2019年 4月－

2020年 3月) 
    

     

     

 

 

ii. オブザーバー計画が CCSBT科学オブザーバー計画規範に従っていたものか否かにつ

いて記入すること。従ったものとなっていなかった場合は、非遵守の内容について説

明すること。さらに、他メンバーとのオブザーバー交換があったか否かを示すこと。  

2.2.4 船舶監視システム（VMS） 

直近に終了した漁期につきメンバーの旗を掲げる許可運搬船及び SBTを漁獲又は収穫する

許可漁船に関して、以下を記入すること、 

 

i. CCSBTの VMS決議に従って義務付けられた VMSが運用されたか？ 

 

ii. CCSBTの VMS決議に従って義務付けられた VMSが運用されなかった場合は、非遵

守の詳細及び今後の改善計画を示すこと。 

 

iii. 自国船籍の 1) 漁船（FV）及び運搬船（CV）であって、自国の VMSシステムへの報

告が義務付けられている隻数: 

1) FVs: 

2) CVs: 
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iv. 自国船籍の 1）漁船（FV）及び運搬船（CV）であって、自国の VMSシステムに実

際に報告した隻数: 

1) FVs: 

2) CVs: 

 

v. VMSの要件が遵守されなかった理由及びメンバーがとった措置。 

 

vi. 漁船に搭載された VMSが故障した場合、故障した時点での漁船の位置（緯度及び経

度）及び VMSが稼動していなかった期間。 

 

vii. CCSBTの VMS決議パラグラフ 3 (b) に基づいて実施された調査に関する説明（現時

点までの進捗状況及び取られた措置を含む）。 

2.2.5 洋上検査 

直近に終了した漁期中におけるメンバーの取締船による SBT許可漁船に対する洋上検査の

カバー率（例:検査された SBT航海数のパーセンテージ）を記入すること。  

2.2.6 許可船舶に関する要件 

附属書 1に示した許可船舶に関する要件に対して講じられた自国内の行動及び措置（懲罰的

及び制裁的行動を含む）にかかるレビューの結果を報告すること。 

2.2.7 その他の漁業種類（例: 遊漁、慣習的漁業等）による SBT漁獲量のモニタリ

ング 

その他の漁業種類における漁獲量をモニタリングするために用いたモニタリング手法の詳細

を示すこと。  

2.3 SBT の曳航、いけすへの活け込み、いけす間の移送（蓄養のみ） 

 

直近に終了した 3漁期において観察された曳航数の割合及び観察された曳航用いけ

すから蓄養いけすへの魚の移送の割合を下表 6に記入すること。 

表 6. 曳航、いけすへの活け込み及びいけす間の移送のオブザーバーカバー率 

漁期 

曳航にかかる 

オブザーバー 

カバー率 (%) 

移送にかかる 

オブザーバー 

カバー率 (%) 

(例：2019年 4月－

2020年 3月) 
  

   

   
 

i. 継続的な監視に向けたステレオビデオシステムの採用計画に関する最新情報を示すこ

と。 

2.4 SBTの転載（港内及び洋上） 

大型漁船の転載に対する計画創設に関する決議に準じて、以下を報告すること。 

 

i. 直近に終了した 3漁期に洋上及び港内において転載された SBTの数量及び割合を下

表 7に記入すること。 
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表 7. SBTの転載（港内及び洋上） 

漁期 

洋上転載された

SBTの 

キログラム数 

年間 SBT漁獲量に

対する洋上転載 

された SBTの割合 

内転載された

SBTの 

キログラム数 

年間 SBT漁獲量に

対する港内転載され

た SBTの割合 

(例：2019年 4月

－2020年 3月) 
    

     

     

  

ii. CCSBT許可船舶リストに登録されている冷凍能力を備えたまぐろはえ縄漁船

（LSTLV）のうち、直近に終了した漁期中に洋上及び港内転載を行ったもののリス

ト。 

 

iii. 直近に終了した漁期中に LSTLVから洋上で転載物を受けた運搬船に配乗されたオブ

ザーバーからの報告に関する内容及び結果を評価する包括的な報告書。 

 

2.5 SBT／SBT製品を船上に保持する外国漁船／運搬船（FV／CV）の

港内検査 

直近に終了した 3暦年に関して、港内において SBT又は SBT製品を運搬する外国漁船／運

搬船が行った陸揚げ／転載作業の回数、うち検査が行われた陸揚げ／転載作業の回数、及び

CCSBT措置に対する違反が確認された検査の回数に関する情報を下表 8に示すこと。 

 

表 8. SBT／SBT製品を船上に保持する外国漁船／運搬船に対する港内検査 

暦年 外国船の船籍 
実施された陸揚げ

／転載作業の回数 

検査が行われた

陸揚げ／転載作

業の回数 

CCSBT措置に対

する違反が確認

された陸揚げ／

転載作業の回数 

(例：2019年) 

 

    

    

 

 

    

    

 
    

    

 総数    

 

2.6 SBTの貿易のモニタリング 

直近に終了した暦年又は前漁期に関して、 

 

i. 暦年か漁期年かを示すこと。 

 

ii. 検査された SBT水揚げ数量の割合を示すこと。 

 

iii. 検査された SBT輸出量の割合を示すこと。  
 

iv. 検査された SBT輸入量の割合を示すこと。 
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2.7 CDSに関して実施された監査のカバー率及び種類 

CDS決議パラグラフ 5.9の規定に基づき、決議パラグラフ 5.84に従って実施した監査のカバ

ー率の水準及び種類に関する詳細、及び遵守の程度について記入すること。 

3 別添 1の各セクションに対する変更点 

別添 1に記入する最初の年でない場合は、別添 1の各セクションに関して、前年から変更が

あったセクションを列記すること。  

 
4 CDS決議パラグラフ 5.8は「メンバー及び協力的非加盟国は、CDS 文書に含まれる情報を確認するために必要
な範囲で、船舶、水揚げ及び可能であれば市場に対する検査を含む監査を適正な水準で実施しなければならな
い」と規定している。 
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別添 1. 常設事項: 漁業における SBT漁獲量をモニタリングするために 

用いる MCS取決めの詳細 

1 SBT漁獲量のモニタリング 

SBT漁獲量の水準を管理する制度を説明すること。ITQ及び IQ制度については、各社･各船

への漁獲量の配分方法について明記すること。オリンピック方式の場合は、SBT船の許可プ

ロセス、及び漁期の終了を決定するための漁業の監視体制について説明すること。さらに、

努力量に関する操業上の制約（規則上のもの及び自主的なものの両方）も記載すること。 

 

漁業における漁獲量の監視方法の詳細を示すため、下表に記載すること。漁場から離れる漁

船の監視方法についても詳細を記載すること（ここでは、本別添セクション 1.1で報告され

る曳航船は含まない）。 

 

監視方法 説明 

日次 

ログブック 

記入事項: 

i. 義務要件であるか否か。 

 

ii. 記録される情報の詳細さの程度（操業ごとに記載、1日の集計を記載
等）。 

 
iii. ログブックに記録された ERSの情報。 

 

iv. ログブックの提出先5。 

 
v. 提出スケジュール及び方法 6。 

 

vi. この情報に対して定期的に行った確認（checking）、検証（verification）
作業の種類。 

 
vii. 適用される法令及び処罰。 

 

viii. その他関連する情報 7。 

 

 
5 報告書がメンバー又は CNMの政府水産当局に提出されていない場合は、後日その情報が漁業当局に提出される
か否か、また、その方法及び時期を記載すること 
6 特に、その情報が漁船から電子的に提出されるか否か。 
7 ERSに関する情報、管理・監視手法の効果に関するコメント、及び今後の改善計画を含む。 
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追加的な報
告方法
（例：
RTMP等） 

複数の報告方法がある場合（例：日次・週次・月次の SBT漁獲報告、標識及び
SBT測定に関する報告、ERS相互作用の報告等）は、この表に追加の行を設
け、それぞれの報告方法を記入すること。そして、報告方法ごとに以下の事項
を記載すること。 

 

i. 義務的要件であるか否か。 

 
ii. 記録された情報（SBT又は ERSに関連しているか否かも含む）。  

 

iii. 報告の提出先と提出元（例：船長、水産会社等）5。 

 
iv. 提出スケジュール及び方法 6。 

 

v. この情報に対して定期的に行った確認（checking）、検証 （verification）
作業の種類。 

 
vi. 適用される法令及び処罰。 

 

vii. その他関連する情報 7。 

 

 

科学オブザ
ーバー 

記入事項： 

 

i. 漁獲データを検証するために、オブザーバーのデータとその他の漁獲監
視データの比較に用いたシステム。 

 
ii. オブザーバーが記録した ERSに関する情報。 

 

iii. オブザーバー報告書の提出先。 

 
iv. オブザーバー報告書の提出のスケジュール。 

 

v. その他関連する情報（改善計画、特に、カバー率を努力量の 10 %にする
ための手段を含む）。  

 
VMS 
 

 

i. メンバーの旗を掲げる許可運搬船及び SBTを漁獲又は収穫する許可漁船
に関して、適用される法令及び処罰を示すこと。 

 

 
 

 

その他（例
えば電子モ
ニタリング
の活用等） 
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1.1 SBT の曳航、いけすへの活け込み、いけす間の移送（蓄養のみ） 

 (a) 漁場から蓄養場への SBTの曳航を管理・監視するために使用したシステムを説明すること。以下
の詳細も含めること。 

 

i.  SBTの曳航の要件となる観察。 

 

ii. SBTのロスを記録するための監視システム（特に SBTの死亡）。 

 

(b) 曳航用いけすから蓄養いけすへの SBTの移送を管理・監視するために使用したシステムを説明す
ること。以下の詳細も含めること。 

 

i. SBTの移送の要件となる検査・観察。 

 

ii. SBTの移送量を記録するための監視システム。 

 

(c) 上記（a）及び（b）について、関連する CCSBT CDS書類（蓄養活け込み様式、蓄養移送様式）を
記入、確認（validating）8、回収するためのプロセスを説明すること。 

 

(d) その他関連する情報 7。 

1.2 SBTの転載（港内及び洋上） 

(a) 港での転載を管理・監視するために使用したシステムを説明すること。以下の詳細も含める
こと。 

 

i. SBTが転載される可能性がある港として指定されている外地港、並びに SBTの港内転載が禁
止されている外地港に関する旗国の規則及び外地港名。 

 

ii. SBTの港内転載にかかる旗国の検査要件（カバー率を含む）。 

 

iii. 指定寄港国との情報共有。 

 

iv. SBT転載数量の記録を監視するシステム。 

 

v. 関連する CCSBT CDS文書（漁獲モニタリング様式、漁獲標識様式）を記入、確認
（validating）8、回収するためのプロセス。 

 

vi. 適用される法令及び処罰。 

 

vii. その他関連する情報 7。 

 

(b) 洋上転載を管理・監視するために使用したシステムを説明すること。以下の詳細も含めるこ
と。 

 

i. SBTの洋上転載の許可に関する規則及びプロセス、並びに（CCSBT転載オブザーバーの配乗
に加え）SBTの転載数量を確認（checking）・検証（verifying）する方法。 

 

ii. SBT転載数量の記録を監視するシステム。 

 

iii. 関連する CCSBT CDS文書（漁獲モニタリング様式、漁獲標識様式）の回収プロセス。 

 

iv. 適用される法令及び処罰。 

 

v. その他関連する情報 7。 

 
8 この作業を行う人の地位（例：政府担当官、許可を受けた第 3者）も含めること。 
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1.3 SBT／SBT製品を船上に保持する外国漁船／運搬船の港内検査 

このセクションでは、CCSBTの港内検査の最低基準を定めた CCSBT制度に関する決議に関する報告
を行うこと。SBT又は SBT製品の陸揚げ及び／又は転載を目的としてこれを運搬する許可外国漁船又
は運搬船を指定港に入港させる寄港国であるメンバーは、このセクションに記入しなければならな
い。SBT又は SBT製品の陸揚げ／転載であって、それ以前に港において陸揚げ又は転載が行われてい
ないものに関する情報のみ、下表に記入すること。 

 

(a) SBT又は SBT製品を運搬する外国漁船又は運搬船が入港を要請することができる指定港の一
覧を示すこと。 

 

(b) SBT又は SBT製品を運搬する外国漁船又は運搬船が指定港への入港許可を要請する際に求め
られる最短の通知期間を示すこと。 

1.4 国産品の水揚げ（漁船由来及び蓄養場由来の両方） 

SBTの国内水揚げの管理・監視に使用したシステムを説明すること。以下の詳細も記入すること。 

 

(a) SBT水揚げ指定港に関する規則。 

 

(b) SBTの水揚げの要件となる検査（inspection）。 

 
(c) SBTが他の種として水揚げされていないことを確認するために利用された遺伝子検査その他

全ての技術に関する詳細。 

 

(d) SBT水揚げ数量の記録を監視するシステム。 

 
(e) 関連する CCSBT CDS文書（漁獲モニタリング様式、漁獲標識様式）の確認（validating）8・

回収プロセス。 

 

(f) 適用される法令及び処罰。 

 
(g) その他関連する情報 7。 

1.5 SBTの貿易のモニタリング 

1.5.1 SBTの輸出 

SBTの輸出を管理・監視するために使用したシステムを説明すること（外地港に直接水揚げしたもの
も含む）。以下の詳細も含めること。 

 

(a) SBT輸出の要件となる検査（inspection）。 

 

(b) SBTが他の種として輸出されていないことを確認するために利用された遺伝子検査その他全
ての技術に関する詳細。 

 
(c) SBT輸出量の記録を監視するシステム。 

 

(d) 関連する CCSBT CDS文書（漁獲モニタリング様式、場合によっては漁獲標識様式又は再輸出
/国産品水揚げ後の輸出様式）の確認（validating）8・回収プロセス。 

 
(e) 適用される法令及び処罰。 

 
(f) その他関連する情報 7。 
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1.5.2  SBTの輸入 

SBTの輸入を管理・監視するために使用したシステムを説明すること。以下の詳細も含めること。 

 

(a) SBTの輸入のための特定の港の指定に関する規則。 

 

(b) SBT輸入の要件となる検査。 

 

(c) SBTが他の種として輸入されていないことを確認するために利用された遺伝子検査その他全
ての技術に関する詳細。 

 

(d) 関連する CCSBT CDS文書（漁獲モニタリング様式、場合によっては、再輸出/国産品水揚げ
後の輸出様式）の確認（checking）・回収プロセス。 

 

(e) 適用される法令及び処罰。 

 

(f) その他関連する情報 7。 

1.5.3 SBTの市場 

(a) 水揚げから市場までのサプライチェーンの各地点を対象とした全ての活動を記入すること。 

 
(b) 市場での SBTの管理・監視を行うために使用したシステムを説明すること（例：特定の文書化及
び／又は標識装着に関する自主的又は義務化されている要件、並びにそれらの要件の遵守状況の監視
又は監査。）。 

 

(c) その他関連する情報 7。 

1.6  その他 

関連するその他の MCSシステムを説明すること。 

2 生態学的関連種に関する追加的報告要件 

(a) 2008年の ERS勧告の実施に関する報告要件 

 

i. 下記の各計画・ガイドラインが実施されているか否かを記入し、実施されていない場合は、
各計画・ガイドラインの実施に向けてどのような行動が取られたかを説明すること。 

 

• はえ縄漁業によって偶発的に捕獲される海鳥の削減に関する国際行動計画 
 

• サメ類保存管理のための国際行動計画 

 

• 漁業操業における海亀死亡の削減のための FAOガイドライン 

 

ii. 下記のまぐろ類 RFMO漁業において生態学的関連種 9の保護を目的とする現行の全ての法的
拘束力を持つ措置又は勧告されている措置10が遵守されているか否かを記載すること。遵守さ
れていない場合は、どの措置が遵守されていないか、また、遵守に向けてどのような進展が
あるかを記載すること。 

 

• IOTC条約水域で操業する際には IOTCの措置 
 

• WCPFC条約水域で操業する際には WCPFCの措置 

 

• ICCAT条約水域で操業する際には ICCATの措置 

  

 
9 海鳥、海亀及びサメを含む。 
10 これら RFMOの関連する措置は、http://www.ccsbt.org/site/bycatch_mitigation.phpに掲載されている。 

http://www.ccsbt.org/site/bycatch_mitigation.php
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iii. 以下の RFMOの要件に基づいて生態学的関連種に関するデータ収集・報告が実施されている
か否かを記載すること。これらの要件に基づいてデータが収集・報告されていない場合は、
どの措置が遵守されていないか、また、遵守に向けてどのような進展があるかを記載するこ
と。 

 

• CCSBT11: 

 

• IOTC条約水域で操業する際には IOTCの要件 

 

• WCPFC条約水域で操業する際には WCPFCの要件 

 

• ICCAT条約水域で操業する際には ICCATの要件 

 

(b) 緩和‐緩和措置に関する現行の要件を記入すること。 

 

(c) 混獲緩和措置の使用状況のモニタリング 

 

i. 混獲緩和措置の遵守をモニタリングするために用いられる方法（例：実施される港内検査の
種類、及び遵守状況をモニタリングするために用いられるその他のモニタリング及び取締り
プログラム）を記入すること。カバー率の詳細（例：各年の検査された船舶の割合）を含む
こと。 

 

ii. SBT船舶に関する遵守プログラムの一環として収集された緩和措置措置に関する情報の種類
を記入すること。 

 

 
11 CCSBTの現行の要件には、科学オブザーバー計画規範に規定されているもの、及び ERSWGに提出する年次報
告書テンプレートに記入する内容のものがある。 
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附属書 1. CCSBT許可船舶決議 

記録に記載された船舶の旗国であるメンバー及び協力的非加盟国は、次を行わなければなわ

ない。 

 

a) 自国の漁船が CCSBT条約及びその保存・管理措置に基づく要件と責任を遂行できる場

合にのみ、自国の漁船にみなみまぐろを漁獲する許可を与える。 

b) 自国の漁船が関連するすべての CCSBTの保存・管理措置を遵守することを確保するた

めに必要な措置を講ずる。 

c) CCSBTの記録に掲載されている自国の漁船が、有効な船舶登録証書並びに漁獲及び／

又は転載のための有効な許可証を船上に保持することを確保するために必要な措置を講

ずる。 

d) 当該船舶が IUU漁業活動の経歴を有する場合、船主は当該船舶が二度とそのような活

動に従事しないことを示す十分な証拠を提供したことを確認する。 

e) CCSBTの記録に掲載されている漁船の所有者及び操業者が、CCSBTの記録に掲載され

ていない漁船によるみなみまぐろの漁業活動に従事又は関与していないことを、国内法

で可能な範囲で確保する。 

f)  規制又は懲罰的措置が効果的にとられるように、CCSBTの記録に掲載されている漁船

の所有者が、旗国であるメンバー及び協力的非加盟国内の市民又は法人であることを確

保するために、国内法で可能な範囲で必要な措置を講ずる。 
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